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１ー１ ①

2-5 都市整備部
建築指導課

各施設管理課

○市有建築物の耐震化 ○宝塚市耐震改修促進計画におい
て耐震化の対象とする市有建築物
の耐震化対策を実施する
○市有施設及び公共公益性の高い
建築物の耐震診断及び耐震改修の
実施
○災害時における避難、救護、復
旧対策活動の拠点となる市有施設
及び病院、学校、社会教育施設、
社会福祉施設、不特定多数の者が
利用する施設の耐震診断及び耐震
改修の計画的な実施

〇市有建築物耐震化率98.8％

【健康推進課】
〇健康センターは耐震補強不要。口
腔保健センターは建物が耐震性に欠
け、かつ老朽化が著しいため、診療
事業は令和3年度末に健康センター
へ移転、口腔保健相談センターは令
和4年12月に市内民間施設に移転し
た。

〇耐震改修未実施施設からの相談対
応

【健康推進課】
〇所管する建物について、耐震基準
を満たしている状態を継続する。

〇令和17年度末までに市有
建築物耐震化率100％

【健康推進課】
〇耐震基準を満たしている
状態を継続する。

〇耐震改修未実施施設から
の相談対応

【健康推進課】
〇現行の基準では耐震補強
不要のため、特になし。

〇未使用施設を除き市有建築
物耐震化率100％

【健康推進課】
〇耐震基準を満たしている所
管建物の割合　100％

１ー１ ②

2-1(2) 都市安全部
総合防災課

○住民自治を基本に市
民の防災意識の向上

○住民自治を基本に、市民一人ひ
とりや市民団体、企業、教育機
関、医療機関、ボランティア団体
など、防災に係るステークホル
ダー（関係団体）が、「自助」
「共助」「公助」の考え方を共有
し、国、県、市を始め、防災関係
機関との連携を図るとともに、そ
れぞれが主体的に行動できるよう
出前講座の実施や、シェイクアウ
ト訓練、防災講演会、企業BCP研
修などを継続的に開催し、防災意
識の向上を図る。

○ぼうさい出前講座　51回
○1.17たからづかシェイクアウト一
斉訓練　1回
○避難所運営訓練　1回

○ぼうさい出前講座を複数の機会で
実施し、自助・共助・公助の考え方
の理解を広げる。
○1.17たからづかシェイクアウト一
斉訓練を毎年度実施し、阪神・淡路
大震災を経験していない人も含め、
幅広い世代に地震の恐ろしさと身を
守る方法を啓発する。
○「宝塚市避難所運営マニュアル」
に基づいた避難所運営訓練を実施
し、災害時における行政と市民の連
携及び円滑な避難所運営についての
理解を広げる。

○ぼうさい出前講座　30回
○1.17たからづかシェイク
アウト一斉訓練　1回
○避難所運営訓練　1回

○ぼうさい出前講座　30回
○1.17たからづかシェイク
アウト一斉訓練　1回
○避難所運営訓練　1回

○ぼうさい出前講座　30回
○1.17たからづかシェイクア
ウト一斉訓練　1回
○避難所運営訓練　1回

　1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫）等による多数の死傷者の発生

目標１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　1-1 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生

　1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

　1-3 突発的又は広域的な洪水に伴う、長期的な市街地等の浸水やため池・防災インフラの損壊・機能不全による多数の死傷者の発生

目標４ 経済活動を機能不全に陥らせない

目標２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ
起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　2-1 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

　2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

　2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生

　2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

　2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

　2-6 大規模な自然災害と感染症や環境汚染との同時発生による、災害対応機能の大幅な低下

目標３ 必要不可欠な行政機能は確保する
起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　3-1 市の職員、施設等の被災による機能の大幅な低下

目標６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　4-1 エネルギー供給の停止による社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響

　4-2 有害物質等の大規模拡散・流出

　4-3 食糧等の安定供給の停滞に伴う、市民生活、社会経済活動への甚大な影響

　4-4 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃、多面的機能の低下

目標５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる
起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　5-1 テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNSなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態

　5-2 電力供給ネットワークや都市ガス供給、石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止

　5-3 上下水道施設の長期間にわたる機能停止

　5-4 陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

　6-6 風評被害や信用不安、生産力の回復の遅れ、大量失業・倒産等による経済等への甚大な影響

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

　6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態

　6-2 被災者支援の遅れや、災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態

　6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

　6-4 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず、復興が大幅に遅れる事態

　6-5 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失



１ー１ ③

2-1(2) 都市安全部
総合防災課

消防本部
予防課

○市民防災組織の育成 ○各地区の防災活動の活性化に向
け、防災リーダーを育成し、防災
組織（地区防災組織・自主防災組
織）の活動を支援する。

【総合防災課】
○ひょうご防災リーダー養成講座修
了者数　239名
○地区防災計画の作成支援
○学校単位での地区訓練の支援　3
校

【予防課】
○自主防災組織への活動啓発回数
２回（防災資器材交付事業、地域防
災セミナー）
○自主防災組織の活動率　８％（見
込５５％程度）

【総合防災課】
○市内各地域で活躍する防災リー
ダーを増やすため、兵庫県が主催の
「ひょうご防災リーダー養成講座」
の受講を促進する。
○地域防災力強化訓練の促進を図る
ため、防災資器材をはじめとする訓
練実施に要する物品を交付する。年
度当初から学校園長会やまちづくり
協議会代表者交流会等で周知を行
い、支援制度の利用も促進する。

【予防課】
○自主防災組織への活動啓発回数２
回
○自主防災組織の活動率１００％

【総合防災課】
○ひょうご防災リーダーの
養成人数講座養成講座修了
者数　260名
○地区防災計画の作成支援
○学校単位での地区訓練の
支援　20校

【予防課】
○自主防災組織への活動啓
発回数２回
○自主防災組織の活動率１
００％

【総合防災課】
○ひょうご防災リーダーの
養成人数講座養成講座修了
者数　245名
○地区防災計画の作成支援
○学校単位での地区訓練の
支援　20校

【予防課】
○防災資器材交付事業
○地域防災セミナー

【総合防災課】
○ひょうご防災リーダーの養
成人数講座養成講座修了者数
245名
○地区防災計画の作成支援
○学校単位での地区訓練の支
援　20校

【予防課】
○自主防災組織への活動啓発
回数２回
○自主防災組織の活動率１０
０％

１ー１ ④

2-5 都市安全部
総合防災課

都市整備部
建築指導課

○液状化マップの周
知・啓発

○液状化対策工法の実
施促進

○兵庫県が液状化危険度分布図を
公表し、地震発生時に液状化によ
る地盤被害を軽減するため、本市
では民間住宅や建物所有者等に液
状化対策の重要性を理解してもら
い、取組が進められるよう、兵庫
県及び関係団体等と連携を図りな
がら普及啓発を進める。
○地盤に液状化の可能性がある場
合の対策指導を行う。

【総合防災課】
〇液状化マップ及び対策について
は、県が公表している資料が平成22
年5月20日策定の「地震動予測結果
及び液状化危険度予測結果」内にて
示されているが、海溝型地震となっ
ており、昨今の南海トラフ地震に対
応していない。今後県の動向を注視
し、市としても対応を行っていくこ
ととする。
なお、市ホームページでは、「液状
化危険性予測」（ID1027497）を公
表をおこなっている。

【建築指導課】
〇建築確認申請及び計画通知の機会
を捉えた指導

【総合防災課】
〇未定（県の動向次第）

【建築指導課】
〇審査・相談体制の維持

【総合防災課】
〇液状化マップ及び対策に
ついては、南海トラフ地震
に対応した、液状化が公表
されればそれに準じた内容
を市でも公表を行う

【建築指導課】
〇審査・相談体制の維持

【総合防災課】
〇液状化マップ及び対策に
ついては、県の動向を注視
し、対応を行う。

【建築指導課】
〇審査・相談体制の維持

【総合防災課】
〇液状化マップ及び対策につ
いては、県の動向を注視し、
対応を行う。

【建築指導課】
〇審査・相談体制の維持

１ー１ ⑤

2-5 都市整備部
建築指導課

各所管部課

○ブロック塀の点検、
改修、撤去の促進

○建築確認行政の中での指導の強
化
○建設業者に対する安全施工の実
施についての協力要請
○定期点検の実施その他安全確保
のためのＰＲ
○ブロック塀等の定期点検の実施
及びその他安全確保のためのＰＲ
の徹底
○狭あい道路沿い等のブロック塀
等重量塀の所有者に対する改修・
除去その他安全化措置の実施の促
進に関するＰＲの実施

〇建築物の建替え、庁内外からの通
報等の機会を捉えた指導の実施

〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持

１ー１ ⑥

3-2
3-3
3-4

健康福祉部
地域福祉課
介護保険課
障碍福祉課

都市安全部
総合防災課

○避難行動要支援者の
支援充実

○避難行動要支援者の把握と名簿
作成
○民生委員・児童委員、自治会・
自主防災組織等の地域組織、近隣
に居住する人たち、福祉施設等の
職員など、避難行動要支援者に身
近に生活している人たちへの災害
時の避難支援の取り組みの啓発
○平時における地域避難支援体制
を構築した団体に対する情報提供
の同意が得られた避難行動要支援
者名簿情報の提供

【地域福祉課他】
○「避難行動要支援者名簿（災害時
要援護者名簿）」の提供を進め、地
域における支援体制の構築を推進
○防災ワークショップ等を通じて
「個別避難計画」を作成

【地域福祉課他】
○「避難行動要支援者名簿（災害時
要援護者名簿）」の提供を進め、地
域における支援体制の構築を推進

【地域福祉課他】
○「避難行動要支援者名簿
（災害時要援護者名簿）」
の提供を進め、地域におけ
る支援体制の構築を推進

【地域福祉課他】
○「避難行動要支援者名簿
（災害時要援護者名簿）」
の提供を進め、地域におけ
る支援体制の構築を推進

【地域福祉課他】
○「避難行動要支援者名簿
（災害時要援護者名簿）」の
提供を進め、地域における支
援体制の構築を推進

１ー１ ⑦

2-5 健康福祉部
地域福祉課

都市整備部
建築指導課

各施設管理課

○社会福祉施設等にお
ける耐災害性の強化促
進

○社会福祉施設等の耐災害性の向
上
○福祉避難所となる公立社会福祉
施設の耐震診断・耐震補強工事等
の計画的な実施
〇民間社会福祉施設に対する対災
害性の向上促進

【地域福祉課】
〇総合福祉センターにおいて福祉避
難所開設訓練を実施

【建築指導課】
〇福祉避難所となる公立社会福祉施
設の耐震化率100％

【地域福祉課】
〇令和７年度実施の福祉避難所開設
訓練内容の検証にともなう訓練の実
施
【建築指導課】
〇多数利用建築物のうち耐震性の不
十分な建築物　おおむね解消

【地域福祉課】
〇令和７年度実施の福祉避
難所開設訓練内容の検証に
ともなう訓練の実施
【建築指導課】
〇令和17年度末までに多数
利用建築物のうち耐震性の
不十分な建築物　おおむね
解消

【地域福祉課】
〇令和７年度訓練内容の検
証

【建築指導課】
〇プッシュ型意識啓発の実
施

【地域福祉課】
〇令和７年度訓練内容の検証

【建築指導課】
〇多数利用建築物のうち耐震
性の不十分な建築物　おおむ
ね解消



１ー１ ⑧

4-1 教育委員会管
理部
施設課

子ども未来部
アフタース
クール課
保育企画課

○学校・保育所等の耐
災害性の安全対策促進

○学校等公共施設における落下物
危険の防止
○小・中学校、保育所等の公共施
設の窓ガラスへの飛散防止用フィ
ルムの装着、安全ガラス化等の措
置
○小・中学校、保育所等の公共施
設の屋内における倒壊・落下物危
険の防止
○民間保育所等の耐震化等の減災
対策指導

【施設課】
〇長寿命化改修工事及び予防改修工
事を実施し、内部・外壁を改修し、
建具を更新する。

【アフタースクール・保育企画課】
〇市立保育所の窓ガラスに飛散防止
用フィルムを貼り、安全対策を実施
している。（100％　7/7施設）
〇市立保育所において、棚等の転倒
防止・落下物防止対策を実施してい
る。（100％　7/7施設）
○市立保育所の耐震工事が完了して
いる。（100％　7/7施設）
○民間保育所の耐震化等の減災対策
指導を検討する。
〇地域児童育成会において、棚等の
転倒防止・落下物防止対策を実施し
ている。（100％　23/23施設）

【施設課】
〇長寿命化改修工事を7校、予防改
修工事を4校で実施する予定。

【アフタースクール・保育企画課】
〇市立保育所の窓ガラスに飛散防止
用フィルムを貼り、安全対策を実施
している。（100％　7/7施設）
〇市立保育所において、棚等の転倒
防止・落下物防止対策を実施してい
る。（100％　7/7施設）
○市立保育所の耐震工事が完了して
いる。（100％　7/7施設）
○民間保育所の耐震化等の減災対策
指導を実施する。
〇地域児童育成会の窓ガラスに飛散
防止用フィルムを貼り、安全対策を
実施する。（100％　23/23施設）

【施設課】
〇改修工事実施校数　11校

【アフタースクール・保育
企画課】
〇市立保育所の窓ガラスに
飛散防止用フィルムを貼
り、安全対策を実施してい
る。（100％　7/7施設）
〇市立保育所において、棚
等の転倒防止・落下物防止
対策を実施している。
（100％　7/7施設）
○市立保育所の耐震工事が
完了している。（100％
7/7施設）
○民間保育所の耐震化等の
減災対策指導が実施されて
いる。
〇地域児童育成会の窓ガラ
スに飛散防止用フィルムを
貼り、安全対策を実施す
る。（100％　23/23施設）

【施設課】
〇長寿命化改修工事を3校
で、予防改修工事を1校で実
施する予定。

【アフタースクール・保育
企画課】

○市立保育所において、新
たな棚等を設置した場合、
必要に応じて、転倒防止・
落下物防止対策を実施す
る。
○民間保育所の耐震化等の
減災対策状況を把握する。
〇地域児童育成会の窓ガラ
スに飛散防止用フィルムを
貼り、安全対策を実施す
る。（100％　23/23施設）

【施設課】
〇改修工事実施校数　4校

【アフタースクール・保育企
画課】
〇市立保育所の窓ガラスに飛
散防止用フィルムを貼り、安
全対策を実施している。
（100％　7/7施設）
〇市立保育所において、棚等
の転倒防止・落下物防止対策
を実施している。（100％
7/7施設）
○市立保育所の耐震工事が完
了している。（100％　7/7施
設）
○民間保育所の耐震化等の減
災対策状況を把握している。
〇地域児童育成会の窓ガラス
に飛散防止用フィルムを貼
り、安全対策を実施する。
（100％　23/23施設）

１ー１ ⑨

2-5 都市整備部
建築指導課

○民間住宅・建築物の
耐震化及びブロック塀
等撤去の促進

○宝塚市耐震改修促進計画の作
成・更新による住宅耐震化率等の
目標設定
○簡易耐震診断推進事業の普及啓
発等
○住宅耐震化促進事業の普及啓発
等
〇住宅の耐震化に係る事業制度等
の整備及び普及啓発等
〇耐震診断及び耐震改修に係る市
民相談体制の整備、補助金や税制
優遇措置等の制度の普及啓発等

〇民間住宅の耐震化率95.7％

（令和7年度住宅補助実績）
簡易耐震診断　　　21件（23戸）
耐震改修計画策定　13件
耐震改修工事　　　 8件

ホームページ、広報への掲載、ブー
ス展示などにより事業を普及啓発

〇耐震性の不十分な建築物　おおむ
ね解消

〇令和17年度末までに耐震
性の不十分な建築物　おお
むね解消

〇プッシュ型意識啓発の実
施

〇耐震性の不十分な建築物
おおむね解消

１ー１ ⑩

2-5 都市整備部
建築指導課
開発審査課

○被災民間建築物・宅
地の危険度判定体制の
整備

○被災建物応急危険度判定士の養
成・確保の促進
○県との連携による被災建築物応
急危険度判定士の養成・確保の促
進
〇近隣市町・民間業者等 との応
援協力体制の確保
〇特定行政庁となっている近隣市
町や建築関係団体との応援協力体
制を中心とした被災建物応急危険
度判定士の早期確保に関する体制
の整備
〇被災宅地危険度判定士の養成・
確保の促進
○県の判定士講習会の活用を中心
とした判定士の養成・確保の促進
〇応急危険度判定の改善、県及び
市町相互の支援等について
〇危険度判定支援本部等との調整
による危険度判定の実施体制の整
備
○危険度判定の実施に必要な資機
材（判定調査票、判定ステッ
カー、ヘルメット用シール、腕章
等）の備蓄

【建築指導課】（市在籍数）
〇被災建築物応急危険度判定士77名
〇応急危険度判定コーディネーター
7名
〇被災建築物応急危険度判定マニュ
アルを整備（更新）
〇実施に要する資機材の備蓄

【開発審査課】
〇兵庫県宅地防災推進協議会が実施
する被災宅地危険度判定士養成講習
会に参加し、判定技術の向上を図
る。また、未参加・新規職員等に実
施訓練を周知し、被災宅地危険度判
定士の人数確保に努める。
〇兵庫県宅地防災推進協議会が実施
する被災宅地危険度判定実施訓練等
に参加し、本市の被災宅地危険度判
定の実施体制を整備する。
〇危険度判定の実施に必要な資機材
を備蓄整理する。

【建築指導課】
〇被災民間建築物・宅地の危険度判
定体制の整備

【開発審査課】
〇新規職員等へ兵庫県宅地防災推進
協議会が実施する被災宅地危険度判
定士養成講習会に参加を促し、必要
な判定士数の確保に努める。
〇兵庫県宅地防災推進協議会が実施
する被災宅地危険度判定実施訓練等
に参加し、本市の被災宅地危険度判
定の実施体制の整備に努める。
〇危険度判定の実施に必要な資機材
の備蓄及び整理を行う。

【建築指導課】
〇被災民間建築物・宅地の
危険度判定体制の整備

【開発審査課】
〇令和6年度時点の被災宅地
危険度判定士数
54人以上

【建築指導課】
〇被災建築物応急危険度判
定コーディネーターの養成

【開発審査課】
〇新規職員等へ兵庫県宅地
防災推進協議会が実施する
被災宅地危険度判定士養成
講習会に参加を促し、必要
な判定士数の確保に努め
る。
〇兵庫県宅地防災推進協議
会が実施する被災宅地危険
度判定実施訓練等に参加
し、本市の被災宅地危険度
判定の実施体制を整備に努
める。
〇危険度判定の実施に必要
な資機材の備蓄及び整理を
行う

【建築指導課】
〇実施本部体制の整備

【開発審査課】
〇令和6年度時点の被災宅地
危険度判定士数
54人以上

１ー１ ⑪

都市整備部
開発審査課

○大規模盛土造成地の
規制とマップ等による
周知・啓発

○大規模地震発生時に起こりうる
建物倒壊等の危険性について、住
民が正確な知識・情報を持ち、建
物の耐震化率の向上につなげるた
め、マップ等の普及啓発に取り組
む。

〇今後南海トラフ地震等の大震災の
発生が懸念されることから、宝塚市
内の大規模盛土造成地を市民へ周知
し、市民の防災意識を高め、被害の
軽減や災害を未然に防止に努める。
〇マップを市HPへの掲載や窓口にて
配布する。

〇今後南海トラフ地震等の大震災の
発生が懸念されることから、大規模
盛土造成地を市民へ周知し、市民の
防災意識を高め、被害の軽減や災害
を未然に防止に努める。
〇宝塚市内の大規模盛土造成地の位
置及び規模を示すマップ等にて防災
意識の啓発に取り組む。

〇市民が大規模盛土造成地
マップ等により、防災意識
の向上を図る。

〇宝塚市内の大規模盛土造
成地を市民へ周知し、市民
の防災意識を高め、被害の
軽減や災害を未然に防止に
努める。
〇マップを市HPへの掲載や
窓口にて配布する。

〇市民が大規模盛土造成地
マップ等により、防災意識の
向上を図る。



１ー１ ⑫

2-4 都市整備部
建築指導課

○沿道建築物耐震化事
業

○緊急輸送道路の沿道建築物の耐
震化
○宝塚市耐震改修促進計画に基づ
く、耐震診断及び耐震改修に係る
補助金、税制優遇措置制度の普及
啓発による沿道建築物の耐震化の
促進

〇通行障害既存耐震不適格建築物
85件

（令和7年度住宅補助実績）
簡易耐震診断　　　21件（23戸）
耐震改修計画策定　13件
耐震改修工事　　　 8件

〇耐震性の不十分な建築物　おおむ
ね解消

〇令和17年度末までに耐震
性の不十分な建築物　おお
むね解消

〇プッシュ型意識啓発の実
施

〇耐震性の不十分な建築物
おおむね解消

１ー１ ⑬

2-5 都市整備部
住まいづくり
推進課

○空家等対策計画 ○適切に管理されていない空家の
改善を図り、市民の安全・安心の
確保に努めるとともに、健全な空
家については地域の有効な資産と
捉えて、流通や利活用を促進す
る。

○空き家バンク登録件数　０件
○指導中の管理不全空家、特定空家
の解決を目指す

○指導中の管理不全空家（６件）、
特定空家（１８件）の自主解体等に
よる解決を目指す。
○相続人不存在や所有者不明により
所有者による解決が期待できない空
家について、財産管理制度を利用
し、解体や利活用を促進する。

○特定空家、管理不全空家
（３件/年）の自主解体等に
よる解決を目指す。
○財産管理制度の利用によ
る、管理不全な空家の解決
（Ｒ８は１件、Ｒ９以降は
３件/年）

○補助金の利用を提案し、
所有者の自主解体による解
決を促す。
○相続人不存在の管理不全
な空家について、所有者不
明土地建物管理人申立てを
行い解決を目指す。

○特定空家、管理不全空家の
自主解体等による解決（３
件）
○財産管理制度の利用によ
る、管理不全な空家の解決
（１件）

民間流通により利活
用が行われており、
空き家バンクのニー
ズがないため、今後
は特に、所有者不明
など、行政が関わら
なければ解決しない
案件について、財産
管理制度等を利用す
ることで解決を促進
し、空家の利活用を
促進する。

１ー１ ⑭

5-2(1) 都市安全部
公園河川課

○公園の適正な維持管
理

○災害発生時に防災拠点や、避難
地として公園を安全・確実に活用
できるよう、公園の各種施設につ
いて適切な維持管理を図る。

○各種公園施設について適切な維持
管理を実施している。

○引き続き施設維持管理業務の実施 ○引き続き施設の適切な管
理が実施されている。

○施設維持管理業務委託 ○施設の適切な管理が実施さ
れている。

１ー１ ⑮

4-1 子ども未来部
保育企画課

教育委員会
管理部
学校教育課
施設課

○学校施設の安全対策 ○地震等の災害時に児童生徒の安
全確保と学校施設の被害を軽減す
るため、様々な安全対策を推進す
る。
○小・中学校、保育所等における
落下物危険の防止を図る。

【保育企画課】
〇市立保育所において、棚等の転倒
防止・落下物防止対策を実施してい
る。（100％　7/7施設）

【学校教育課】
〇宝塚市立小中学校において地域防
災力強化訓練の実施
〇宝塚市立学校園において安全点検
の実施
【施設課】
〇長寿命化改修工事及び予防改修工
事を実施し、内部・外壁を改修し、
建具を更新する。

【保育企画課】
〇市立保育所において、棚等の転倒
防止・落下物防止対策を実施してい
る。（100％　7/7施設）

【学校教育課】
〇地域防災訓練　全校実施
〇安全点検　全学校園実施

【施設課】
〇長寿命化改修工事を7校、予防改
修工事を4校で実施する予定。

【保育企画課】
〇市立保育所において、棚
等の転倒防止・落下物防止
対策を実施している。
（100％　7/7施設）

【学校教育課】
〇地域防災訓練　全校実施
〇安全点検　全学校園実施

【施設課】
〇改修工事実施校数　11校

【保育企画課】
○市立保育所において、新
たな棚等を設置した場合、
必要に応じて、転倒防止・
落下物防止対策を実施す
る。
【学校教育課】
〇宝塚市立小中学校におい
て地域防災力強化訓練
〇宝塚市立学校園において
安全点検
【施設課】
〇長寿命化改修工事を3校
で、予防改修工事を１工事
実施する予定

【保育企画課】
〇市立保育所において、棚等
の転倒防止・落下物防止対策
を実施している。（100％
7/7施設）

【学校教育課】
〇地域防災訓練　全校実施
〇安全点検　全学校園実施

【施設課】
〇改修工事実施校数　4校

１ー１ ⑯

4-1(3) 教育委員会
学校教育部

○学校における安全教
育・防災教育の充実

○大規模地震発生時における学校
教職員の初動マニュアルの策定
○大規模災害発生の場合を想定し
た「大規模災害発生時における学
校教職員の初動マニュアル」の策
定
○教職員の連絡網の作成、待機及
び出勤、学校の避難所等開設及び
運営、避難と学校運営、児童・生
徒及び教職員の被害状況の把握等
のマニュアルへの記述
〇大規模地震発生時における応急
教育対策用カリキュラムの作成
〇大規模災害発生の場合を想定し
た「大規模災害発生時における応
急教育対策用カリキュラム」の作
成
〇児童生徒の在宅時及び学校生活
時における指導、教科書が入手で
きない場合における教育内容、幼
児の在宅時及び園生活時における
指導等の記述

〇市内全市立学校において防災マ
ニュアルを策定
〇防災マニュアル内に、初動マニュ
アルを明記
〇応急教育対策用カリキュラムにつ
いては現状整備できていないが、避
難訓練など、災害に関する事前事後
学習において指導している。
〇災害時における学習保障として、
教科書が入手困難な状況でも実施で
きるようなタブレットを用いた学習
の推進。

〇防災マニュアルの改訂
〇タブレットを用いた学習の推進

〇防災マニュアルの改訂全
校実施
〇タブレットを用いた学習
の推進　全校実施

〇防災マニュアルの改訂
〇タブレットを用いた学習
の推進

１ー１ ⑰

2-1(3) 消防本部
総務課

○市町村消防の広域化
連携

○大規模自然災害発生時の対応に
ついては、隣接消防相互応援協定
や兵庫県下広域消防相互応援協定
のほか、緊急消防援助隊の応援体
制が整備され、迅速な対応が可能
であるため、被災時に応援隊が円
滑に活動できる受援体制や応援体
制の更なる強化に向け検討を進め
る。

平成22年に、宝塚市、川西市及び猪
名川町消防広域化協議会を設立して
以降、２市１町での広域化を目指し
てきたが、令和元年以降は、広域化
ではなく連携協力の観点で様々な分
野で取り組みを継続している。令和
７年度末においても、災害出動、区
域調査及び各種研修の分野で連携を
深めていく。

令和８年度以降も、災害出動、区域
調査及び各種職員研修を継続する。
また、現在の２市１町の枠組みだけ
でなく、さらに広域なエリアでの連
携協力を模索する。

現在の２市１町だけでな
く、さらに広域な範囲（阪
神間）での連携協力を検討
する。

災害出動、区域調査及び各
種職員研修を実施する。

災害出動（消防車又は救急
車）、区域調査（お互いの管
内の地理把握。延べ６０回程
度）及び各種職員研修（年２
回程度）を実施する。



１ー１ ⑱

2-1(2)
2-1(3)

消防本部
総務課

○消防団の活性化・機
能強化

○消防団施設・装備の一層の整備
○青年層や女性層の入団促進の推
進による消防団員確保
○女性消防団員による積極的な火
災予防啓発や応急手当普及啓発
○自主防災組織や各関係機関との
連携強化

〇主に風水害に対応した救助資器材
の充実　チェーンソー１機購入
〇ホームページによる入団促進
〇女性消防団員（基本団員）による
火災予防啓発活動１回、応急手当普
及員取得率100％
〇各関係機関の会議、イベント等に
参加１回

〇チェーンソーの新規購入
〇女性消防団員の入団促進を実施
〇女性消防団員による火災予防啓発
活動を年間通じて実施、応急手当普
及員講習の新規及び再講習の実施
〇各関係機関の会議、イベントに毎
年参加する

〇チェーンソー各分団保有
率100％
〇女性消防団員15％増員
〇女性消防団員（基本団
員）による火災予防啓発活
動年１回以上、応急手当普
及員取得率100％を維持
〇各関係機関の会議、イベ
ント等に参加１回以上

〇チェーンソー２機購入
〇西谷ふるさと祭りにおけ
る入団促進
〇女性消防団員による火災
予防啓発活動の実施、新規
団員を対象とした応急手当
普及員講習の実施
〇自治会主催の防災講習会
に参加

〇チェーンソー各分団保有率
100％
〇入団促進１名以上
〇火災予防啓発活動１回以上
〇応急手当普及員講習の実施
１回以上
〇各関係機関の会議、イベン
ト等に参加１回以上

１ー１ ⑲

2-1(3) 消防本部
救急課

○救急救命士の養成・
能力向上

○救急救命士の養成を行う。
○養成した救急救命士に対する
認定救急救命士を養成する。

〇現場救急救命士　　　56名
〇現場認定救急救命士　48名

〇退職や人事異動に加え、休暇の取
得により救急救命士の人数が一定で
はなく変動することを踏まえ、現場
で活動する救急救命士を救急車への
複数乗車（指標：複数乗車率）を目
標とし、救急救命士及び認定救命士
の養成を計画的に実施する

〇救急車への救急救命士複
数乗車率１００％を目標と
し、救急救命士及び認定救
命士の養成を計画的に実施
す

〇救急救命士の養成
　　　　　　　　　1名
〇養成した救急救命士に対
する認定救命士の養成
　　　　　　　　　1名

〇救急救命士及び認定救命士
の養成を計画的に進めること
で、救急車への複数の救急救
命士の乗車率を100％とする

１ー２ ①

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

各施設所管部

○防災拠点の整備と避
難地等の指定

○防災拠点機能の設備整備
○商用電力・水道供給停止時にお
けるバックアップ設備の機能強化
○指定緊急避難場所（指定避難
所、避難地）等の指定確保
○市南部地域住宅密集地の各２km
圏に１か所ずつの「避難地」の確
保
○避難地と指定避難所及びそのグ
ランド等の空間の「指定緊急避難
場所」としての指定及び防災公園
等に関する関係部署と連携した必
要な環境整備
○企業保養所、ゴルフ倶楽部、地
域住民組織から申出のあった建物
などについて「指定緊急避難場
所」または「避難地」としての利
用に関する協力協定締結の要請
指定緊急避難場所（指定避難所、
避難地）等の確保

【総合防災課】
〇避難地については、雲雀丘学園、
宝塚市ゴルフ場協議会に加盟するゴ
ルフ場、宝塚高原ゴルフクラブと避
難所に関する協定を締結済である。
〇防災公園の整備については、市備
蓄倉庫、すみれ防災スピーカー及び
耐震性貯水槽（水道部門）を整備し
た。

【総合防災課】
〇避難地については、シュミレー
ション訓練を通じて、具体的な避難
所運営の向上に努める。
〇防災公園については、今後、老朽
化していく防災機器等について円滑
に更新を行う。

【総合防災課】
〇避難地については、訓練
の実施をもって目標達成と
する。
〇防災公園については、耐
用年数時期に適切な更新を
行う。

【総合防災課】
〇避難地については、未定
〇すみれ防災スピーカーに
ついては、耐用年数が令和
11年に達するため適切に更
新を行う。

【総合防災課】
〇避難地については、訓練の
実施をもって目標達成とす
る。
〇防災公園については、耐用
年数時期に適切な更新を行
う。

１ー２ ②

2-6(1) 都市安全部
道路整備課

○緊急交通路等の確保 ○災害発生時における救助、救
急、消火、医療の諸活動及び緊急
物資の供給を迅速かつ的確に実施
できるよう緊急交通路等を確保す
る。
○緊急活動用道路の指定・整備
○災害時における被災者の救援救
護活動と効率的な緊急物資の輸送
を行うための「緊急活動用道路」
の指定及び優先的な耐震強化の推
進
○必要に応じ、「緊急活動用道
路」に関する国・県への道路整備
の要請

〇都市計画道路整備率　76.3% 〇都市計画道路整備事業の推進
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

〇都市計画道路整備率
77.9%

〇都市計画道路整備事業
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

〇都市計画道路整備率
+0.3%

１ー2 ③

2-1(3) 消防本部
警防課
予防課

○平時の環境保全を基
本に大規模火災(林野
火災)時の体制確保

○林野火災に強い地域づくりの推
進
○防火線・防火林の整備等森林環
境の整備
○大規模火災(林野火災)時に迅速
な災害対応が図れるよう庁内の配
備・運用体制を確保する
○森林内及び周辺地域での火気使
用に関する指導
○林野火災多発期における監視パ
トロ－ル等の実施
○防火思想の普及

【警防課】
○林野火災対応訓練の実施（1回）
○林野火災用資機材の点検整備（随
時）
○林野踏査による山道等の現況確認
（随時）
○林野火災防止用標識の設置（随
時）
【予防課】
○幼年消防クラブへの防火思想啓発
回数　30回（見込み　合計42回）
○少年消防クラブへの防火思想啓発
回数　1回（見込み　合計2回）
○女性防火クラブへの防火思想啓発
回数　8回（見込み　合計13回）

【警防課】
○林野火災対応訓練の実施
○林野踏査による山道等の現況確認
○林野火災防止用標識の設置
○林野火災用資機材の更新
○兵庫県消防防災航空隊との連携訓
練の実施

【予防課】
防火思想啓発回数については例年と
同様に実施予定。

【警防課】
○林野火災対応訓練を年1回
以上実施し、災害対応力の
向上を図る。
○林野踏査を年1回以上実施
し、山道や水利状況の確認
○林野火災用資機材を計画
的な更新
○航空隊との連携訓練によ
る連携力強化
【予防課】
各クラブにおいて防火思想
が普及している。

【警防課】
○林野火災対応訓練の実施
○林野火災用資機材の点検
整備
○林野踏査による山道等の
現況確認
○林野火災防止用標識の設
置
【予防課】
○始め式、引継ぎ式、防火
教室
○防火講習会、視察研修
○地域防災セミナー

【警防課】
○林野火災対応訓練の実施
（1回）
○林野火災用資機材の点検整
備（随時）
○林野踏査による山道等の現
況確認（随時）
○林野火災防止用標識の設置
（随時）
【予防課】
各クラブにおいて防火思想が
普及している。



１ー２ ④

○住民自治を基本に市
民の防災意識の向上

１－１②再掲

１ー２ ⑤

○市民防災組織の育成 １－１③再掲

１ー２ ⑥

○社会福祉施設等にお
ける耐災害性の強化促
進

１－１⑦再掲

１ー２ ⑦

○学校・保育所等の耐
災害性の安全対策促進

１－１⑧再掲

１ー２ ⑧

2-5 都市整備部
都市計画課
建築指導課

○防火地域等の指定維
持

○防火地域の指定維持
○商業地のうち、広域からの不特
定多数の人々が集積する主要な地
区等における防火地域の指定維持
等による耐震建築物等の建築誘導

【建築指導課】
建築確認申請及び計画通知の機会を
捉えた指導

【都市計画課】
防火地域：南口地区、逆瀬川地区

【建築指導課】
審査・相談体制の維持

【都市計画課】
現状の指定を維持する

【建築指導課】
審査・相談体制の維持

【都市計画課】
100%

【建築指導課】
審査・相談体制の維持

【都市計画課】
開発事業者に開発構想届を
提出させ、指定の有無を通
知する。

【建築指導課】
審査・相談体制の維持

【都市計画課】
100%

１ー２ ⑨

○市有建築物の耐震化 １－１①再掲

１ー２ ⑩

○空家等対策計画 １－１⑬再掲

１ー２ ⑪

5-2(1) 都市安全部
公園河川課

○公園整備事業 ○都市公園整備事業
○公園の空白地域を最優先とした
防災機能を有した公園の計画的整
備

○公園の空白地域を優先的に防災機
能の有した公園整備を検討する。

○引き続き防災機能を有した公園整
備について検討する。

○引き続き防災機能を有し
た公園整備について検討す
る。

１ー２ ⑫

○学校における安全教
育・防災教育の充実

１－１⑯再掲

１ー２ ⑬
○市町村消防の広域化
連携

１－１⑰再掲



１ー２ ⑭

2-1(3) 消防本部
警防課

都市安全部
公園河川課

上下水道局
下水道課
工務課

○消防水利の確保対策 ○消防水利整備事業
○既存防火水槽の適正な維持管理
を図る
○防火水槽保有量の最適化を進め
る
○河川・ため池等の活用
○主要な河川や大規模なため池等
を防災帯・防災施設として位置づ
け
○主要な河川や大規模なため池等
を震災時の避難地、消防水利とし
て活用できるように整備
○ビル保有水、プール、雨水貯留
施設、親水公園・公共下水道雨水
幹線等の利用を円滑に行うための
条件整備の推進
○空中消火用消火水利所有者との
協力協定を締結

【警防課】
○道路敷きの防火水槽について、撤
去工事2基及び改修工事1基を実施
○劣化したマンホールの取替等の修
繕工事を2箇所で実施

【警防課】
〇宝塚市消防水利整備計画内の事業
スケジュールに基づき、50年を経過
した道路敷きの防火水槽について撤
去及び改修工事を実施する。

【警防課】
○年度ごとの防火水槽撤去
及び改修工事の実施数を3基
とする。

【警防課】
〇宝塚市消防水利整備計画
内の事業スケジュールに基
づき、50年を経過した道路
敷きの防火水槽について撤
去及び改修工事を実施す
る。

【警防課】
○道路敷きの防火水槽につい
て、撤去工事3基実施
○劣化したマンホールの取替
等の修繕工事を2箇所で実施

消防本部以外の担当
課は必要に応じて
バックアップ

１ー２ ⑮

○消防団の活性化・機
能強化

１－１⑱再掲

１ー２ ⑯

○救急救命士の養成・
能力向上

１－１⑲再掲

１ー３ ①

2-8 都市安全部
公園河川課

上下水道局
下水道課
総務課

○長期湛水の早期解消
に向けた対策

○市が実施する荒神川都市基盤河
川改修事業及び県が実施している
大堀川河川改修工事の整備促進
○在来水路（農業用水路などで公
共下水道として認定していない水
路）の公共下水道として認定や必
要な改善整備
○既設の公共下水道雨水施設及び
在来水路等の浚渫・補修等の維持
管理

【公園河川課】
〇荒神川改修延長　765/990(m)

【上下水道局総務課】
〇下水道（雨水）の維持管理として
のスクリーン清掃、巡視：年間148
日

【公園河川課】
〇R11年度に荒神川改修を完了する

【上下水道局総務課】
〇水路のスクリーン清掃や巡視、雨
水ゲートの点検や遠隔監視などの維
持管理を継続

【公園河川課】
〇荒神川改修延長
　990/990(m)

【上下水道局総務課】
〇下水道（雨水）の流下阻
害による被害を防ぐ

【公園河川課】
〇荒神川改修事業において
は安場橋下部(15m)の改修工
事実施する。
【上下水道局総務課】
〇水路のスクリーン清掃や
巡視、雨水ゲートの点検や
遠隔監視などの維持管理を
継続

【公園河川課】
〇○荒神川改修延長
  780/990(m)

【上下水道局総務課】
〇下水道（雨水）の流下阻害
による被害を防ぐ

１ー３ ②

2-7(1) 都市安全部
総合防災課

健康福祉部
地域福祉課

○風水害・土砂災害に
関する的確な避難情報
の判断・伝達

○水害、土砂災害に関する的確な
避難情報の判断及び住民への情報
伝達ができるよう、最新の知見や
制度の見直しに合わせ、遅滞なく
避難情報の判断・伝達マニュアル
の修正を行い、的確に避難情報の
判断・伝達を行う。
○要配慮者の避難支援マニュアル
の作成
○防災担当と福祉担当の連携と情
報の共有化による要配慮者や避難
指示者への避難情報（高齢者等避
難、避難指示及び緊急安全確保）
の伝達体制の確立及び具体的な避
難支援プラン、避難支援マニュア
ルの作成

【総合防災課】
〇避難情報の判断・伝達マニュアル
の整備

【地域福祉課】
〇「災害時民生児童委員行動マニュ
アル」を作成

【総合防災課】
〇毎年度見直しを図る。

【地域福祉課】
○要配慮者の避難支援マニュアルの
更新

【地域福祉課】
○要配慮者の避難支援マ
ニュアルの更新

【地域福祉課】
〇マニュアルの適切な運用

【地域福祉課】
〇マニュアルの適切な運用

１ー３ ③

2-7(1) 都市安全部
総合防災課

各施設所管部

○要配慮者利用施設の
避難体制の確保

○水防法、土砂災害防止法に基づ
き浸水想定区域内及び土砂災害警
戒区域内の要配慮者利用施設に避
難確保計画の策定や訓練の実施を
促進する。

【総合防災課】
〇要配慮者利用施設の避難確保計画
策定促進
〇要配慮者利用施設の避難訓練実施
促進

【総合防災課】
〇要配慮者利用施設の避難確保計画
策定率
〇要配慮者利用施設の避難訓練実施
率

【総合防災課】
〇要配慮者利用施設の避難
確保計画策定率
〇要配慮者利用施設の避難
確保計画策定率

【総合防災課】
〇新規施設に対して避難確
保計画策定促進
〇要配慮者利用施設の

【総合防災課】
〇要配慮者利用施設の避難確
保計画策定率　100%
〇要配慮者利用施設の避難確
保計画策定率　100%



１ー３ ④

2-7(1)
2-7(2)

都市安全部
公園河川課
総合防災課

○治水対策 ○河川防災計画
○県宝塚土木事務所へ一級河川、
二級河川に関する必要な改善整備
の要望
○武庫川上流部の広範囲な情報の
把握及び市内の水位の変化予測
○河川管理施設の確保すべき耐震
性の点検やその耐震性向上の検
討、適切な対応策の実施
○浸水等による二次災害発生が想
定される地域における水門、樋管
等の河川構造物の改築、改良の優
先的実施
○県が公表する浸水想定区域図を
基にした洪水予報等の伝達方法及
び避難所等の情報を掲載した防災
マップの作成及び市民への配布

【公園河川課】
〇国交省等への要望　8回

【総合防災課】
〇水防計画の改定

【公園河川課】
○治水に関する要望活動を実施する

【総合防災課】
〇毎年度見直しを行い、計画を改定
する。

【公園河川課】
○国交省等への要望を年8回
程度行う
【総合防災課】
〇毎年度の更新

【公園河川課】
○治水に関する要望活動を
実施する
【総合防災課】
〇国や県の動きを注視し、
修正内容に合わせた計画改
定

【公園河川課】
〇国交省等への要望　8回
【総合防災課】
〇国や県の動きを注視し、修
正内容に合わせた計画改定

１ー３ ⑤

都市安全部
総合防災課

都市整備部
建築営繕課
住まいづくり
推進課
施設マネジメ
ント課

○広域避難体制の整備 ○広域的市町村相互応援協定の締
結
○広域避難タイムラインの運用が
図れるよう大規模水害・土砂災害
の発生に備え、防災関係機関や庁
内各対策部と連携するとともに、
市民の避難体制を確保する。
○広域の自治体との協定について
住宅供給に関する項目の追加検討

【総合防災課】
〇県下を基本として取組は進んでい
ない。

【住まいづくり推進課他】
〇住宅供給については、県と市が連
携して事務の整備を行っているが、
広域の他自治体との連携等について
の取り組みはできていない。

【総合防災課】
〇県下を基本として災害時相互応援
協定締結市などとの共通課題とした
認識をもちたい。

【住まいづくり推進課他】
〇県との連携の中で、広域の自治体
との協定について協議し、必要に応
じて協定への項目追加を検討する。

【総合防災課】
〇必要に応じて、関係課と
も足並みを揃えて協定項目
への追加等に関して調整を
行う。
【住まいづくり推進課他】
〇必要に応じて協定への項
目追加を行う。

【総合防災課】
〇阪神間の自治体などとも
共通課題とした認識をもち
たい。

【住まいづくり推進課他】
〇県との連携の中で、広域
の自治体との協定について
協議する。

【総合防災課】
〇阪神間などの担当者会議等
で共通認識をもつこととして
意見交換を行う。

【住まいづくり推進課他】
〇協議の実施　100％

１ー３ ⑥

○住民自治を基本に市
民の防災意識の向上

１－１②再掲

１ー３ ⑦

○市民防災組織の育成 １－１③再掲

１ー３ ⑧

○避難行動要支援者支
援の充実

１－１⑥再掲

１ー３ ⑨

○社会福祉施設等にお
ける耐災害性の強化促
進

１－１⑦再掲

１ー３ ⑩

○学校・保育所等の耐
災害性の安全対策促進

１－１⑧再掲

１ー３ ⑪

2-5 都市整備部
都市計画課

○居住の誘導 ○宝塚市立地適正化計画に基づく
居住誘導の推進

〇宝塚市立地適正化計画において、
居住が適切でない区域（土砂災害特
別計画区域、急傾斜地崩壊危険区
域、生産緑地地区、都市公園）を居
住誘導区域から除いている。

〇新たに居住に適切でない区域が指
定された場合は、居住誘導区域から
除く。

〇100% 〇宝塚市立地適正化の中間
見直しに向けて、データの
確認等を行う。

〇中間見直しに向けて、計画
の目標値に対する達成状況を
確認する。



１ー３ ⑫

2-8(1)
2-8(2)

上下水道局
下水道課

○豪雨時の冠水対策 ○集中豪雨等に対する雨水対策
○マッピングシステム等の導入に
よる管路等の管理体制の強化及び
復旧支援体制の強化
〇雨水管理総合計画の策定につい
て検討する

〇水害危険予想箇所（全9.38ha）の
浸水軽減対策実施率：38.9％

〇水害危険予想箇所（全9.38ha）の
浸水軽減対策をR12までに完了

〇水害危険予想箇所の浸水
軽減対策実施率：R12までに
100％

〇水害危険予想箇所のうち
向月町地区をR8～R9の2カ年
で実施予定

〇水害危険予想箇所の浸水軽
減対策実施率：R8末で69.5％

〇下水道（雨水）台
帳システムは第１期
中に整備済み

１ー３ ⑬

2-8 上下水道局
下水道課

○下水道施設老朽化対
策事業

○下水道施設のストックマネジメ
ント計画に基づく既存下水道施設
の老朽化対策の推進

〇下水道（汚水）のうちコンクリー
ト製管の老朽化率：6.08％

〇管路詳細調査総延長：85km

〇下水道（汚水）のうちコンクリー
ト製管の老朽化率を抑える

〇次期ストックマネジメント計画策
定のための管路詳細調査を実施

〇下水道（汚水）のうちコ
ンクリート製管の老朽化
率：10％以下

〇管路詳細調査総延長：
139km

〇管更生と詳細調査を実施
予定

〇管更生：1km
〇詳細調査：16km

１ー３ ⑭

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

○水防対策（地域防災
力強化に向けた水防団
組織の活動強化対策）

○水防倉庫の整備等
○水防倉庫の設置及び資機材の備
蓄、更新、補充及び拡充
○関係部署、関係団体との連絡、
連携体制の強化

〇水防等活動業務に関する協定の締
結　7団体

〇毎年度協定を締結し、災害対応体
制を強化する。

〇協定締結　7団体 〇継続した協定の締結 〇協定締結　7団体

１ー３ ⑮

産業文化部
北部振興企画
課

○ため池の防災・減災
対策

○集中豪雨や大規模地震などの自
然災害に対応するため、兵庫県及
びため池管理者とも連携し、防
災・減災対策を総合的に推進す
る。

〇計画的なため池点検による老朽化
の現状を把握する。
〇老朽化進行により、堤体決壊時、
下流への災害リスクから順次、改修
事業や廃止の検討を行う。
〇出水期におけるため池の期間放流
を行い、豪雨時に貯留水を確保する
ことで減災対策を検討する。

〇県・市による定期的なため池パト
ロールを継続し、現況把握に努め
る。
〇農業用水として使用していないた
め池については、廃止検討を県・管
理者と協議する。
〇一定の貯留水量が確保できるため
池をリストアップし、出水期の期間
放流を協力依頼を行う。

〇ため池点検の継続　〇た
め池改修N＝１箇所、廃止N
＝２個所　〇期間放流のた
め池　N＝２箇所

〇ため池点検の継続　　〇
ため池改修N＝１　　　〇期
間放流のため池　　　N＝２
箇所

〇ため池点検の継続　　　〇
ため池改修N＝１竣工
〇期間放流のため池　　　N
＝２箇所

１ー３ ⑯

2-8 上下水道局
下水道課

○排水機場老朽化対策
事業

○集中豪雨に対して、排水機場の
効率的な運転と適正な維持管理を
行いながら老朽化対策を進める

〇雨水ポンプ場の更新状況として設
備の健全度２の達成割合：8.8％

〇雨水ポンプ場２箇所（武庫川ポン
プ場・西田川ポンプ場）のうち、武
庫川ポンプ場の更新をR10までに完
了

〇雨水ポンプ場設備の健全
度２の達成割合：50％

〇武庫川ポンプ場の更新を
R8～R10の3カ年で実施予定

〇雨水ポンプ場設備の健全度
２の達成割合：16.6％

１ー３ ⑰

2-7(1) 都市安全部
公園河川課

○雨量情報の管理 ○雨量水位等に関する情報を迅速
に収集し、降雨等による災害の未
然防止、被害の軽減に努め、市民
生活を守る。

○雨量情報収集システムの保守点検
　2回

○市民へリアルタイムに雨量情報を
提供する

○雨量情報収集システムの
保守点検を年2回行う

○雨量情報収集システムの
保守点検を行う

○雨量情報収集システムの保
守点検 2回

１ー３ ⑱

○学校における安全教
育・防災教育の充実

１－１⑯再掲

１ー４ ①

○住民自治を基本に市
民の防災意識の向上

１－１②再掲

１ー４ ②

○市民防災組織の育成 １－１③再掲

１ー４ ③

○風水害・土砂災害に
関する的確な避難情報
の判断・伝達

１－３②再掲

１ー４ ④

○要配慮者利用施設の
避難体制の確保

１－３③再掲

１ー４ ⑤

○社会福祉施設等にお
ける耐災害性の強化促
進

１－１⑦再掲



１ー４ ⑥

○学校・保育所等の耐
災害性の安全対策促進

１－１⑧再掲

１ー４ ⑦

○居住の誘導 １－３⑪再掲

１ー４ ⑧

2-7 都市安全部
公園河川課

総合防災課

○土砂災害対策 ○土砂災害警戒区域等の指定促進
と市民への周知
○県との連携による土砂災害警戒
区域等の指定が必要な箇所への指
定促進及び該当箇所周辺住民等へ
の指定の趣旨、必要性、効果等の
周知
〇土砂災害警戒区域に対する危険
度調査の実施及び水害危険予想箇
所（山崖崩れ）の指定
〇防災マップの作成

【公園河川課】
○兵庫県が土砂災害特別警戒区域の
指定をＨ３０年度から順次行ってお
り、R元年度で市内全域の指定が完
了した。
○指定に伴う水害危険予想箇所の追
加・修正を行った。
○区域の新規指定や改変について県
との調整を行う。

【総合防災課】
たからづか防災マップ(Web・紙面）
を作成し、市民周知を図っている。

【公園河川課】
○県の指定に応じて、水害危険予想
箇所の追加・修正を行う。
○引き続き区域の新規指定や改変に
ついて県との調整を行う。

【総合防災課】
毎年度1回、防災マップの見直しを
図り更新する。

【公園河川課】
追加・修正箇所等の調整反
映

【総合防災課】
マップの更新率100％（1/
年）

【公園河川課】
○県の指定に応じて、水害
危険予想箇所の追加・修正
を行う。
○引き続き区域の新規指定
や改変について県との調整
を行う。

【総合防災課】
防災マップの見直しを図
り、指定箇所の変更等があ
れば反映させ、市民周知す
る。

【公園河川課】
追加・修正箇所等の調整反映

【総合防災課】
マップの更新率100％（1/
年）

１ー４ ⑨

5-2(3) 都市安全部
公園河川課

産業文化部
農の魅力創造
課

○森林の保全 ○緑地保全地区の指定等の推進
○緑地保全地区の都市計画決定の
推進
○里山林の整備
○砕石事業後跡地、伐採跡地等植
林適地調査
○南部市街地周辺の自然緑地の緑
地保全地区等の指定の推進
○北部地域の自然緑地の緑地保全
地区指定による自然緑地ゾーンの
保全、整備
○武庫川右岸地域の六甲山系グ
リーンベルト地域における防災緑
地の整備

【公園河川課】
○南部地域においては、丘陵ベルト
を構成する南部市街地周辺の自然緑
地ついて、環境保全、防災及び景観
形成の観点から積極的に保全、活用
するため、緑地保全地区等の指定を
推進する。
【農の魅力創造課】
〇県事業や森林環境譲与税をはじめ
とした支援を実施し、森林の保全を
図っている。

【公園河川課】
○引き続き緑地保全地区等の指定を
推進する。

【農の魅力創造課】
〇現状の制度を引き続き活用し、支
援していく。また、必要に応じて現
地確認やニーズの聞き取りを行う。

【公園河川課】
○緑地保全地区等の指定推
進

【農の魅力創造課】
〇引き続き森林の保全がで
きるよう当該制度を活用
し、支援していく。

【公園河川課】
○引き続き緑地保全地区等
の指定を推進する。

【農の魅力創造課】
〇現状と同様に引き続き支
援を行う。

【公園河川課】
○緑地保全地区等の指定推進

【農の魅力創造課】
〇引き続き森林の保全ができ
るよう当該制度を活用し、支
援していく。

１ー４ ⑩

○学校における安全教
育・防災教育の充実

１－１⑯再掲

リスクシナリオ№ 番号 事務事業番号 担当部・課 事業名称 取組内容 現状（令和7年度末見込み） 目標（Ｒ８～Ｒ12年度） 達成目標値（指標） Ｒ８年度　実施予定内容 Ｒ８予定目標値（指標） 前年度目標達成値

２ー１ ①

都市安全部
総合防災課

所管関係部

○行政防災機能の整備
とデジタル技術の活用

○災害対策の中枢拠点と平常時の
自助・共助力の向上のための連携
拠点として、行政施設の防災機能
の向上と情報伝達手段や事務の効
率化などをはじめとする様々なデ
ジタル技術の活用、応用を図る

〇避難所には災害時優先携帯電話を
配備できている

〇避難所や災害時の地域拠点となる
公共施設に対して、情報伝達手段と
して災害時携帯電話を配備できるよ
う台数を確保する。また新しいデジ
タル技術を活用した通信手段などが
あれば導入を検討する。

〇災害時に各公共施設に災
害時優先携帯電話を配備で
きるようにする

〇災害時優先携帯電話の配
備計画の見直し

〇災害時に各公共施設に災害
時優先携帯電話を配備できる
ようにする

２ー１ ②
○防災拠点の整備と避
難地等の確保

1－2①再掲

２ー１ ③
○緊急交通路等の確保 1－2②再掲



２ー１ ④

2-6 都市安全部
道路整備課
道路管理課

○道路施設の長寿命化 ○「都市計画道路整備プログラ
ム」に基づき整備する。
○都市計画道路の整備による広
域・都市間の連携、都市内におけ
る地域間の連絡強化のためのネッ
トワークの形成
○防災機能を兼ね備えた都市空間
の確保、また、緊急輸送路及び避
難路等歩行者動線としての都市計
画道路の整備推進
○宝塚市生活道路整備条例（平成
１２年条例第３２号）に基づき指
定する道路及び狭あい道路におけ
る建築時の後退指導に併せた用地
買収及び道路の拡幅整備

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率　76.3%

【道路管理課】
〇生活道路整備条例で位置づけた道
路　L=415,892m
指定する道路　整備率66.17％
狭あい道路　　整備率 5.44％

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業の推進
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

【道路管理課】
〇引き続き狭あい道路の拡幅整備を
行う。
整備延長目標
指定する道路 　19ｍ
狭あい道路　　202ｍ

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率
77.9%

【道路管理課】
〇左記目標値と同一

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

【道路管理課】
〇現時点では不明。
（申請者側からの申請によ
り初めて実施できる事業で
あるため）

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率
+0.3%

【道路管理課】
〇達成目標値と同一

２ー１ ⑤

2-6 都市安全部
道路整備課
道路管理課

○道路橋梁の耐震化 ○道路橋梁新設・改良事業・液状
化などの対策
○老朽化の著しい橋梁・狭あい橋
梁の架替・改良や河川整備に伴う
橋梁の架替の推進
○武庫川右岸と左岸の地域間の連
絡強化のための新たな橋梁の整備
推進

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率　76.3%

【道路管理課】
〇武庫川新橋の耐震補強に令和6年
度より取り組んでいる。

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業の推進
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線
【道路管理課】
〇引き続き耐震補強工事を推進す
る。

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率
77.9%

【道路管理課】
〇道路橋示方書に準じ、耐
震補強が必要な橋梁につい
て工事を行う。

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線
【道路管理課】
〇武庫川新橋耐震補強工事

【道路整備課】
都市計画道路整備率　+0.3%

【道路管理課】
〇道路橋示方書に準じ、耐震
補強が必要な橋梁について工
事を行う。

２ー１ ⑥

2-6 都市安全部
道路整備課
道路管理課

○道路の新設、改良、
拡幅

○道路環境の整備
○要配慮者が安心して歩ける道路
として、歩道の両側設置、段差の
解消の推進
○延焼遮断機能の不足する道路
や、避難上必要と認められる路線
への難燃性樹種の選定に関する配
慮と共に場合によっては撤去を検
討

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率　76.3%

【道路管理課】
〇道路バリアフリー化整備事業（線
的整備）整備率　39％

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業の推進
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線
【道路管理課】
〇引き続きバリアフリー化整備工事
を推進する。

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率
77.9%

【道路管理課】
〇3路線（4区間）
L=1710ｍ
Ｒ15年度までに完了

【道路整備課】
〇都市計画道路整備事業
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線
【道路管理課】
〇市道宝塚長尾線歩道改良
工事

【道路整備課】
〇都市計画道路整備率+0.3%

【道路管理課】
〇市道宝塚長尾線歩道改良工
事　L=100ｍ

２ー１ ⑦

2-6 都市安全部
道路管理課
総合防災課

○迅速な道路啓開の実
施

○自然災害発生後に、人命救助や
支援物資搬入等を円滑に行えるよ
う、迅速な道路啓開による通行機
能の確保に向け、災害時における
応急対策業務等に関する協定を関
係機関等と締結し、道路啓開体制
等の充実を図る。
○建設業団体等との応援協定の締
結等
○応援協定締結団体との出動・復
旧等の訓練の実施

【総合防災課】
〇水防等活動業務に関する協定の締
結　7団体

【総合防災課】
〇毎年度協定を締結し、災害対応体
制を強化する。

【道路管理課】
〇道路啓開計画の策定を行う。

【総合防災課】
〇協定締結　7団体

【道路管理課】
〇道路啓開計画の策定

【総合防災課】
〇継続した協定の締結

【道路管理課】
〇道路啓開計画の策定

【総合防災課】
〇協定締結　7団体

【道路管理課】
〇道路啓開計画策定にかかる
調整他

２ー１ ⑧

○水防対策(地域防災
力強化に向けた水防団
組織の活動強化対策)

1－３⑭再掲

２ー１ ⑨

2-1(3) 消防本部
総務課

○消防庁舎の非常用発
電設備整備

○災害時の活動拠点である消防署
所の非常用発電確保

○災害時の活動拠点である消防署所
の非常用発電確保
〇非常用発電設備２箇所（消防本
部・西消防署合同庁舎及び東消防
署）が災害時に安定稼働を図るため
保守点検を実施。

〇非常用発電設備２箇所（消防本
部・西消防署合同庁舎及び東消防
署）が災害時に安定稼働を図るため
保守点検を実施するとともに耐用年
数を考慮し更新時期を確認する。

〇非常用発電設備２箇所
（消防本部・西消防署合同
庁舎及び東消防署）が災害
時に安定稼働を図るため保
守点検を実施。

〇非常用発電設備２箇所
（消防本部・西消防署合同
庁舎及び東消防署）が災害
時に安定稼働を図るため保
守点検を実施する。

〇保守点検業務委託実施 〇保守点検業務委託
実施

２ー１ ⑩
○市町村消防の広域化
連携

１－１⑰再掲

２ー１ ⑪

2-1(3) 消防本部
警防課

○緊急消防援助隊の受
入体制の強化

○救出救助活動体制を強化するた
め、兵庫県及び県内代表消防機関
並びに阪神地域の消防機関との連
携を図り、円滑な受入体制を確保
する。

○宝塚市消防本部緊急消防援助隊受
援計画の見直し検討中

○兵庫県緊急消防援助隊受援計画及
び宝塚市消防本部受援計画に基づ
き、災害発生時に即応可能な受援体
制を確立する。
○受援体制の運用に関わる関係部署
間の連携力を強化する。

○災害発生時において、計
画に基づき迅速かつ円滑に
受援体制を構築できるこ
と。
○訓練を通じ、関係部署間
の情報共有・連携手順が定
着していること。

○兵庫県及び宝塚市の受援
計画に基づく受援体制の整
備・運用確認。
○受援訓練の実施により、
関係部署との連携体制の実
効性を検証する。

○受援計画に基づく体制が、
訓練・演習を通じて確実に運
用可能であること。
○関係部署との情報共有・連
携手順が標準化され、災害発
生時に円滑に機能すること。

２ー１ ⑫

2-1(3) 消防本部
警防課
救急課

○救出救助活動体制の
充実強化

○大規模自然災害時に効果的な救
出救助活動を行うため、救出救助
活動に必要な資機材を更新整備す
るとともに、迅速的確な活動が行
えるよう部隊の強化を図る。

〇救急資器材の整備及び医療機関と
の連携強化を図るほか、専門的な訓
練を実施することで、救出救助活動
が行える体制に取り組んでいる

〇大規模自然災害に備えた救出救助
に必要な資器材を計画的に更新する
とともに、迅速かつ的確な救出救助
活動が行える体制を構築する

〇大規模自然災害に備えた
必要な資器材を計画的に更
新するとともに、迅速かつ
的確な活動が行える体制を
構築する

〇大規模自然災害に備えた
必要な資器材の更新及び多
数傷病者取扱い訓練の実施

〇大規模自然災害に備えた必
要な資器材の更新及び多数傷
病者取扱い訓練の実施し、質
の高い活動体制の構築

２ー１ ⑬

2-1(3) 消防本部
警防課

○消防車両等(緊急消
防援助隊設備）の更新

○大規模自然災害時等において、
効果的な消防活動を行うため、消
防車両及び資機材を計画的に更新
する。

〇救急自動車２台の更新整備
〇３５ｍ級はしご車の重要部品の交
換及び点検整備

〇宝塚市常備消防車両整備計画に基
づき、老朽化した車両の更新整備を
行う

〇年度毎の更新計画数に基
づき整備する。

〇宝塚市常備消防車両整備
計画に基づき、老朽化した
車両の更新整備を行う

〇消防車２台及び救急自動車
１台の更新整備



２ー１ ⑭
○消防団の活性化・機
能強化

１－１⑱再掲

２ー１ ⑮
○救急救命士の養成・
能力向上

１－１⑲再掲

２ー２ ①
○防災拠点の整備と広
域避難地等の確保

１－２①再掲

２ー２ ②
○緊急交通路等の確保 １－２②再掲

２ー２ ③

3-1(3) 宝塚市立病院 ○医療体制の整備 ○病院機能の早期回復に係る整備
と医療関係者の確保、ＤＭＡＴ等
の医療資源の受け入れ体制の整備

○DMATを1チーム以上保有
○非常用発電機　2日程度稼働
○診療材料、医薬品備蓄　3日程度
○食料、飲料備蓄　3日程度（患
者、職員）
○高速衛星通信スターリンクの整備
予定

〇現状を維持 〇なし 〇現状を維持 〇なし

２ー２ ④

3-1(3) 健康福祉部
健康推進課

○医薬品等の確保及び
供給体制整備

○市医師会等との協力体制の確保
○避難所等で使用する医薬品等を
はじめ、救急医薬品・医療資器材
等の調達を適切に行うため、国、
県、市医師会、市歯科医師会、市
薬剤師会との連携・協力体制の確
保

〇市・市医師会・市歯科医師会・市
薬剤師会との間で「災害時医療救護
体制の確立に関する協定」を締結
し、協力体制を確保している。
〇災害時に活用する医薬品・医療資
器材の一定数は備蓄しており、市内
の公共施設４か所に保管・管理して
いる。

〇市・市医師会・市歯科医師会・市
薬剤師会との間で「災害時医療救護
体制の確立に関する協定」を締結
し、協力体制を確保する。
また、災害時に活用する医薬品・医
療資器材の備蓄を継続して行う。

〇期間を通じて協力体制を
確保する。
〇備蓄している医薬品・医
療資器材の点検回数　1回

〇協定に基づき、市で確保
している医薬品等につい
て、市医師会、市薬剤師会
立ち合いのもと、点検を実
施する。

〇期間を通じて協力体制を確
保する。
〇備蓄している医薬品・医療
資器材の点検回数　1回

２ー２ ⑤

3-1 宝塚市立病院

健康福祉部
健康推進課

消防本部
救急課

○災害時の医療救護活
動

○国、県、市医師会、市歯科医師
会、市薬剤師会、救護団体等との
連携・協力体制の確保
○多数負傷者の医療救護体制、被
災者の健康管理体制の整備

【宝塚市立病院】
○トリアージ訓練の実施
○DMAT訓練（国、近畿、県）の参加
○災害初動対応研修（DMAT以外の職
員向け）
【健康推進課】
〇市・市医師会・市歯科医師会・市
薬剤師会との間で「災害時医療救護
体制の確立に関する協定」を締結
し、協力体制を確保している。
【救急課】
〇多数傷病者取扱い訓練（１回）
〇救急業務計画及び集団災害時にお
けるトリアージ運用要領に基づき、
医療機関と連携を図り、傷病者に対
し、迅速かつ適切な応急処置及び搬
送体制を確立する
〇宝塚市救急ワークステーションの
実施

【宝塚市立病院】
〇現状を維持
【健康推進課】
〇市・市医師会・市歯科医師会・市
薬剤師会との間で「災害時医療救護
体制の確立に関する協定」を締結
し、協力体制を確保する。

【救急課】
〇救急業務計画及び集団災害時にお
けるトリアージ運用要領に基づき、
医療機関と連携し、医療救護体制の
整備を促進するほか、効率的な情報
共有と支援体制の強化を図る
〇宝塚市救急ワークステーションの
充実

【宝塚市立病院】
〇なし
【健康推進課】
〇期間を通じて協力体制を
確保する。

【救急課】
〇救急業務計画及び集団災
害時におけるトリアージ運
用要領に基づき、地域の医
療機関と連携を密にし、負
傷者の救護を実施するとと
もに、迅速な医療資源の確
保、調整を図る

【宝塚市立病院】
〇現状を維持
【健康推進課】
〇「災害時医療救護体制の
確立に関する協定」を継続
する。

【救急課】
〇多数傷病者取扱い訓練
（１回）
〇救急業務計画及び集団災
害時におけるトリアージ運
用要領に基づき、多数傷病
者取扱い訓練
〇宝塚市救急ワークステー
ションの実施

【宝塚市立病院】
〇なし
【健康推進課】
〇期間を通じて協力体制を確
保する。

【救急課】
〇救急業務計画及び集団災害
時におけるトリアージ運用要
領に基づき、医療機関と連携
し、多数傷病者取扱い訓練を
実施
〇宝塚市救急ワークステー
ションの充実

２ー２ ⑥

2-6 都市安全部
道路整備課

○道路の無電柱化 ○電柱等の倒壊による道路の寸断
を防止するため、道路網の無電柱
化を推進する。

〇整備促進地区内無電柱化整備率
57.1％（整備推進地区7地区中4地区
完了より）

〇整備促進地区内の無電柱化推進
・清荒神周辺地区
・小浜地区
・JR阪急中山寺駅周辺地区

〇整備促進地区内無電柱化
整備率　71.4％（7地区中5
地区）

〇予定なし ※街路、再開発、区
画整理事業等の整備
に併せ、整備を推進
している

２ー２ ⑦ ○道路施設長寿命化 ２－２④再掲
２ー２ ⑧ ○道路橋梁の耐震化 ２－２⑤再掲

２ー２ ⑨
○道路の新設、改良、
拡幅

２－２⑥再掲

２ー２ ⑩
○迅速な道路啓開の実
施

２－２⑦再掲

２ー２ ⑪
○救急救命士の養成・
能力向上

１－１⑲再掲

２ー３ ①

2-1 都市安全部
総合防災課

○避難所の確保と運営
体制の確立

○避難所の環境整備を推進する。
○各施設管理者、施設周辺事業所
及び自主防災組織等との運営協力
体制の確保
○避難所運営マニュアルを必要に
応じて更新するなど、地域と協力
し、各地区の避難所運営体制の確
立を促進する。

○市避難所運営マニュアルの更新
○地域住民による避難所運営マニュ
アルの作成・更新の促進

○避難者の多様なニーズに対応でき
るよう、市避難所運営マニュアルを
更新する。
○各まちづくり協議会で作成する避
難所運営マニュアルについて、作
成・更新を促進する。

○年度毎の更新
○作成・更新を行ったマ
ニュアル数

○市避難所運営マニュアル
の更新
○地域住民による避難所運
営マニュアルの作成・更新
の促進

○令和8年度中の更新
○地域住民による避難所運営
マニュアルの作成・更新　1
件

２ー３ ②

都市安全部
総合防災課

○避難所外避難者等へ
の支援

○在宅避難者や車中泊避難者に対
する支援策の検討や、支援情報の
提供について整備する。

〇地域防災拠点となる避難所等から
の支援策について研究中
〇災害ポータルサイト・安心メー
ル・すみれ防災スピーカーでの多重
の情報発信

〇地域防災拠点となる避難所等から
の支援策について検討のうえ調整す
る。
〇各情報発信ツールの操作習熟度の
向上

〇支援策についての避難所
運営マニュアルを改訂す
る。
〇本部班職員の操作習得

〇支援策等の方向性につい
て検討する。
〇本部班職員への操作研修
の実施

〇支援策等の方向性を示す。
〇本部班職員への操作研修を
行う

２ー３ ③

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

○避難所開設時におけ
る地域拠点との効率的
な情報伝達体制の確保

○通信手段や情報システムなどを
整備する。

〇災害時優先携帯電話による連絡及
び災害情報システムを用いた情報共
有

〇システムの操作習熟度の向上を図
る

〇避難所班である教育委員
会が、システム操作を習得
する。

〇避難舗班へのシステム操
作研修の実施

〇避難所班へのシステム操作
研修を行う



２ー３ ④

5-3(2) 環境部
生活環境課

都市安全部
総合防災課

○家庭動物及び愛護動
物の救援

○負傷動物や逸走状態の動物の保
護等を図るため、関係機関との連
携体制の構築に努める。
○家庭動物と同行避難した避難者
について、適切に受け入れるとと
もに、避難所における家庭動物の
受入状況の把握や、獣医師会等か
ら必要な支援が受けられるよう連
携に努める。

【生活環境課】
〇獣医師会との連携は行っている。

【総合防災課】
○関係機関との協定締結の推進2件
○出前講座、訓練等での地域住民へ
の啓発 4件

【生活環境課】
〇災害時の連携について、獣医師会
と検討を行う。

【総合防災課】
○災害時におけるペットの保護・受
け入れ等に関して、関係機関との協
定締結を推進する。
○ペットの同行避難や避難所での
ルール、平時の備えについて、出前
講座や防災訓練等を通じて地域住民
への啓発を行う。

【生活環境課】
〇災害時の連携について、
獣医師会と検討を行う。

【総合防災課】
○協定締結数
○啓発実施回数

【生活環境課】
〇災害時の連携について、
獣医師会と検討を行う。

【総合防災課】
○関係機関との協定締結の
推進
○出前講座、訓練等での地
域住民への啓発

【生活環境課】
〇災害時の連携について、獣
医師会と検討を行う。

【総合防災課】
○協定締結数　1件
○啓発実施回数　5件

２ー３ ⑤
○広域避難体制の整備 １－３⑤再掲

２ー３ ⑥
○行政防災機能の整備
とデジタル技術の活用

２－１①再掲

２ー３ ⑦

環境部
生活環境課

○ご遺体の適切処理 ○災害により多数の犠牲者が発生
した場合に、遺体の安置(身元不
明含）、処置、火葬等を計画的に
円滑かつ適正に行う。

〇庁内の安否不明者等氏名等公表業
務作業部会に参加し、身元不明者な
どの取り扱いについて検討してい
る。
〇関係機関や、事業所などと連携す
る必要があるが、具体的に取り組め
ていない。

〇安否不明者についての、具体的な
取り組みを庁内でまとめる必要があ
る。
〇兵庫県などと連携し、葬儀団体
や、遺体搬送の業界団体と関係強化
を図る必要がある。

〇安否不明者等氏名公表に
ついてマニュアルを作成す
る。
〇各団体と具体的な取り組
みについて連携を図る。

〇庁内の安否不明者等氏名
等公表業務作業部会に参加
する。
〇兵庫県や、関係団体、近
隣各市に連携について働き
かける。

〇安否不明者等氏名公表につ
いてマニュアルを作成する。
〇各団体と具体的な取り組み
について連携を図る。

２ー３ ⑧

5-3
5-4

環境部
クリーンセン
ター管理課
　　建設課
　　業務課

○し尿及び浄化槽汚泥
の適正処理

○し尿施設の整備
○災害時において、仮設トイレの
避難所等への配置や、仮設トイレ
からのし尿収集等が円滑に行える
よう体制の整備を図る。

〇し尿処理施設は建替整備中
〇仮設トイレ配置は総合防災にて手
配。し尿収集については、許可業者
と災害時応援協定締結済

〇R9.10までに、し尿処理施設完成
（ｴﾈﾙｷﾞｰ回収施設内、災害時分処理
を含む）

〇R9.10から、し尿処理通常
稼働を開始

〇実施設計・検討 〇設計完了・施工着手

２ー３ ⑩

健康福祉部
高齢福祉課
地域福祉課
介護保険課
障碍福祉課
せいかつ支援
課

○指定福祉避難所の確
保

○災害発生時に、高齢者・障碍
（がい）者等の指定一般避難所で
の生活が特に困難な要援護者を対
象とした指定福祉避難所を円滑に
開設・運営することができるよ
う、体制の整備を図る。

〇市内２５施設・事業所を福祉避難
所に指定している。毎年、福祉避難
所連絡会を開催して施設・事業者と
課題解決に向けた協議を行ってい
る。今年度、総合福祉センターにお
いて初めての開設・運営訓練を実施
することとしている。

〇「福祉避難所設置運営マニュア
ル」に基づき、円滑に開設・運営で
きるよう事業者と連携を図る。
〇福祉避難所の整備・充実を図る。

〇福祉避難所連絡会の開
催：１回／年
〇新規指定福祉避難所：５
カ所／５年

〇施設・事業所との福祉避
難所連絡会を開催する。
〇協定施設における開設運
営訓練を２カ所で実施す
る。

〇福祉避難所連絡会の開催：
１回
〇開設運営訓練の実施回数：
２

２ー３ ⑪

3-1 健康福祉部
健康推進課

○被災者の巡回健康・
栄養相談等による健康
管理

○被災者の心身の健康管理、栄
養・食生活指導、食中毒予防、感
染症予防等生活環境を整備する。
○診察や別途相談等を要する場合
は、適切な支援を受けることがで
きる体制を整備する。

〇地域で実施している防災訓練等へ
の参加や、他府県等で災害が発生し
た時の保健師の応援派遣要請準備な
どを通して、災害時に活用する資料
や物品の確認などを行っている。令
和6年度末に策定した「健康たから
づか21（第3次）」で健康危機事案
への対応として取り組みを整理して
おり、引き続き、研修や訓練を通し
て人材の育成を図る。

〇災害時の保健活動マニュアルを作
成し、災害時の拠点救護所の設置
シュミレーションや、活用する資
料、物品の確認を継続する。研修や
訓練を通した人材育成を継続する。

〇災害初日～3日目を想定し
た保健活動マニュアルを策
定する。

〇災害時の保健活動マニュ
アルを作成し、災害時の拠
点救護所の設置シュミレー
ションや、活用する資料、
物品の確認を継続する。研
修や訓練を通した人材育成
を継続する。

〇災害初日を想定した保健活
動マニュアルを策定する。

２ー３ ⑫

3-1 健康福祉部
健康推進課

○健康危機発生時にお
ける協力体制の強化

○地震発生後に感染症又は食中毒
等の健康危機事象が発生した場合
に、被害のまん延を防止を図るた
め、県をはじめとする関係機関と
連携、協力体制の構築に努める。

〇地震発生後に感染症又は食中毒等
の健康危機事象が発生した場合に備
えて、平時の保健活動を通して県を
はじめとする関係機関との連携、協
力体制の構築に努める。

〇県が行うEMIS（広域災害救急医療
情報システム）やD24H（災害時保健
医療福祉活動支援システム）訓練等
に参加し、関係機関と連携、協力体
制の構築に努める。

〇災害対応訓練に参加する
１回

〇県が行うEMIS（広域災害
救急医療情報システム）や
D24H（災害時保健医療福祉
活動支援システム）訓練等
に参加し、関係機関と連
携、協力体制の構築に努め
る。

〇災害対応訓練に参加する
１回

２ー３ ⑬

3-1 健康福祉部
健康推進課

○被災者の心のケア対
策

○「こころ」のケア対策のための
確保
○県（宝塚健康福祉事務所、精神
保健福祉センター）、市医師会、
市内関係医療機関との連携・協力
による精神科医療体制の環境整備
○保健師、カウンセラー等からな
る「メンタルヘルスケア」体制の
確立

〇令和2年3月に改訂された「阪神北
圏域災害時保健医療マニュアル」に
おいて、宝塚健康福祉事務所に災害
時保健医療の総合調整を担う「宝塚
地域保健医療情報センター」設置が
示され、こころの救急医療体制の確
保についても総合調整が行われる。
市は県に対してDHEAT（災害時健康
危機管理支援チーム）やDPAT（災害
派遣精神医療チーム）の派遣を要請
することとしている。

〇「阪神北圏域災害時保健医療マ
ニュアル」に基づき、宝塚健康福祉
事務所が行う、こころの救急医療体
制の確保に協力するため、平時の保
健活動を通して連携に努める。

〇保健活動を通した宝塚健
康福祉事務所との連携会議
の実施　16回

〇「阪神北圏域災害時保健
医療マニュアル」に基づ
き、宝塚健康福祉事務所が
行う、こころの救急医療体
制の確保に協力するため、
平時の保健活動を通して連
携に努める。

〇保健活動を通した宝塚健康
福祉事務所との連携会議の実
施　16回



２ー３ ⑭

2-5 都市整備部
建築指導課

○避難所機能を有する
公共施設のバリアフ
リー化の推進

○兵庫県福祉のまちづくり条例に
基づく避難所機能を有する公共施
設の整備の誘導と推進

〇建築確認申請及び計画通知の機会
を捉えた指導

〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持 〇審査・相談体制の維持

２ー３ ⑮

2-5 都市整備部
住まいづくり
推進課
建築営繕課
施設マネジメ
ント課

○賃貸型応急仮設住宅
の供与

○災害救助法に基づき、大規模災
害時に住家が居住不能となった被
災者が住居を早期に確保できるよ
う、市が民間賃貸住宅を借り上げ
る制度に関し、運用実施体制等を
整備する。

〇当該制度については県と市が連携
して事務の整備を進めてきたところ
である。令和７年度においても引き
続き、県との意見交換会等を通じて
運用実施体制等の整備を進めている
ところである。

〇大規模災害の発生に備え、円滑に
災害対応業務が遂行できるよう人員
配置や事務フロー等を整備し、毎年
度確認や更新を行う。

〇災害業務の手順書を基と
した運用実施体制の確立及
び大規模災害発生時に即時
に災害対応業務を遂行でき
るよう周知の徹底

〇担当課間における調整を
行い、人員配置や事務フ
ロー等の整備を行う。

〇運用実施体制等に関する災
害業務の手順書の完成度
100％

２ー３ ⑯

2-5 都市整備部
住まいづくり
推進課
建築営繕課
施設マネジメ
ント課

○建設型応急仮設住宅
の供与

○災害救助法に基づき、大規模災
害時に、住家が居住不能となった
被災者が住居を早期に確保できる
よう、市が応急仮設住宅を新たに
建設し提供する制度に関し、運用
実施体制等を整備する。

〇当該制度については県と市が連携
して事務の整備を進めてきたところ
である。令和７年度においても引き
続き、県との意見交換会等を通じて
運用実施体制等の整備を進めている
ところである。

〇大規模災害の発生に備え、円滑に
災害対応業務が遂行できるよう人員
配置や事務フロー等を整備し、毎年
度確認や更新を行う。

〇災害業務の手順書を基と
した運用実施体制の確立及
び大規模災害発生時に即時
に災害対応業務を遂行でき
るよう周知の徹底

〇担当課間における調整を
行い、人員配置や事務フ
ロー等の整備を行う。

〇運用実施体制等に関する災
害業務の手順書の完成度
100％

２ー３ ⑰

2-5 都市整備部
住まいづくり
推進課
建築営繕課
施設マネジメ
ント課

○被災住宅の応急修理 ○大規模災害時に、災害救助法に
基づく被災住宅の応急修理を実施
する制度に関し、運用実施体制等
を整備する。

〇当該制度については県と市が連携
して事務の整備を進める必要がある
が、現状では具体的な取組みはでき
ていない。

〇大規模災害の発生に備え、円滑に
災害対応業務が遂行できるよう人員
配置や事務フロー等を整備し、毎年
度確認や更新を行う。

〇災害業務の手順書を基と
した運用実施体制の確立及
び大規模災害発生時に即時
に災害対応業務を遂行でき
るよう周知の徹底

〇担当課間における調整を
行い、人員配置や事務フ
ロー等の整備を行う。

運用実施体制等に関する災害
業務の手順書の完成度
100％

２ー３ ⑱

2-5 都市整備部
住まいづくり
推進課
建築営繕課
施設マネジメ
ント課

○住宅関連情報の提供 ○大規模災害時に、応急仮設住
宅、公的賃貸住宅及び住宅補修
等、住宅が被災したことに関連す
る情報を被災した市民に提供す
る。

〇住宅が被災したことに関する各種
情報の提供について、現状では具体
的な取組みはできていない。

〇大規模災害時に、迅速に対応でき
るよう情報提供の方法、内容につい
て定期的に点検・見直しを行う。

〇災害業務の手順書を基と
した運用実施体制の確立及
び大規模災害発生時に即時
に災害対応業務を遂行でき
るよう周知の徹底

〇情報提供の方法、内容に
ついて検討を行い、整備す
る。

運用実施体制等に関する災害
業務の手順書の完成度
100％

２ー３ ⑲

2-8 上下水道局
下水道課

○下水道施設の地震対
策等

○下水道施設の耐震化・液状化対
策
○地震発生後に、被害が最小限と
なるよう下水道施設の耐震化を推
進する。
○上下水道耐震化計画に基づき上
下水道一体での耐震化を進める

〇上下水道耐震化計画（5施設、
4.52km）に基づく下水道（汚水）の
耐震化率：26.6％

〇上下水道耐震化計画（5施設、
4.52km）に基づく下水道（汚水）の
耐震化をR12までに完了

〇上下水道耐震化計画に基
づく下水道（汚水）の耐震
化率：R12までに100％

〇耐震診断と詳細設計を実
施予定

〇診断結果により計画を精査
する

２ー３ ⑳

教育委員会
管理部
施設課

○学校施設の環境整備 ○災害時に地域住民の避難所とな
る小中学校及び幼稚園施設につい
て、良好な避難生活を確保するた
め個別施設計画等に基づき必要な
施設整備に取り組む。

【施設課】
〇老朽化が著しく改築時期にある避
難所となる屋内運動場を改築する。

【施設課】
令和8年度から令和9年度にかけて西
山小学校の屋内運動場を新築し、令
和10年度に旧屋内運動場を除却す
る。

【施設課】
屋内運動場改築　1施設

【施設課】
西山小学校屋内運動場改築
工事の契約締結

【施設課】
屋内運動場改築　0施設

２ー4 ①

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

総務部
総務課
契約課
人権平和・男
女共同参画課
選挙管理委員
会事務局
監査委員事務
局

○食料や燃料等の備蓄
及び集配体制の構築

○大規模災害時における備蓄方針
に基づき、計画的な備蓄を進め
る。
○物資における受援体制を整備す
るとともに、避難所までの物資配
送マニュアルを策定し、災害時に
おける避難所でのニーズ把握、救
援物資の調達・配送などを円滑に
行う。

【総合防災課・総務課他】
○大規模災害時における備蓄方針に
基づき、計画的な備蓄を進める。
⇒令和3年度に市備蓄計画を策定
し、計画的に物資の充足をおこなっ
ている。
○総合防災訓練で物資配送協定業者
との連携訓練を実施し、昨年度に作
成したマニュアルの実効性を検証す
る。

【総合防災課・総務課他】
○大規模災害時における備蓄方針に
基づき、計画的な備蓄を進める。
⇒計画的な備蓄を行っているため目
標達成済と判断する。

○マニュアルをブラッシュアップ
し、担当者が変わっても実行可能な
ものを目指す。
○受援計画（物資編）を策定する。

【総合防災課・総務課他】
○大規模災害時における備
蓄方針に基づき、計画的な
備蓄を進める。
⇒計画的な備蓄を行ってい
るため目標達成済と判断す
る。
○物資の集配体制を構築す
る。

【総合防災課・総務課他】
○大規模災害時における備
蓄方針に基づき、計画的な
備蓄を進める。
⇒引き続き計画的な備蓄に
努める。
○防災訓練などを通して、
物資配送協定業者との連携
を深める。

【総合防災課・総務課他】
○大規模災害時における備蓄
方針に基づき、計画的な備蓄
を進める。
⇒計画的な備蓄を行っている
ため目標達成済と判断する。
○物資配送協定業者との訓
練・研修を１回開催する。

２ー4 ②
○防災拠点の整備と避
難地等の確保

１－２①再掲

２ー4 ③
○緊急交通路等の確保 １－２②再掲

２ー4 ④
○避難所の確保と運営
体制の確立

２－３①再掲

２ー4 ⑤

○避難所開設時におけ
る地域拠点との効率的
な情報伝達体制の確保

２ー３②再掲

２ー4 ⑥
○道路施設の長寿命化 ２－１④再掲



２ー4 ⑦ ○道路橋梁の耐震化 ２ー１⑤再掲

２ー4 ⑧
○道路の新設、改良、
拡幅

２－１⑥再掲

２ー4 ⑨
○迅速な道路啓開の実
施

２－１⑦再掲

２ー4 ⑩ ○道路の無電柱化 ２－２⑥再掲

２ー4 ⑪

2-8 上下水道局
総務課
経営企画課
工務課

○災害応急体制の整備
(上下水道）

○大規模災害時に応急対応と早期
復旧を図れるよう体制を構築する
ともに、上水道として、速やかに
途絶した施設の応急措置を進め、
応急給水等により水の提供を行
う。

〇日本水道協会や兵庫県の各市町村
と災害等緊急時における相互応援に
関する協定を結んでおり、応急給水
や応急復旧の応援体制を構築してい
る。

２ー4 ⑫

2-1(2) 上下水道局
総務課
経営企画課

○地域との連携による
応急給水体制の整備

○応急給水栓をはじめとする地域
での給水の確保と地域住民協働の
取り組みを推進する。

〇市長部局及び教育委員会と連携し
指定避難所となる市立小中学校の受
水槽を活用した応急給水拠点の整備
を進めており、令和７年度（2025年
度）までに３１校に設置する。

〇市長部局及び教育委員会と連携
し、学校受水槽が設けられた市立小
中学校での地元団体との合同給水訓
練を年１０回実施する。

〇上下水道局の到着を待た
ず、応急給水が開始できる
よう各学校での応急給水訓
練を３年に１度以上実施す
る。

〇市長部局及び教育委員会
と連携し、学校受水槽が設
けられた市立小中学校での
地元団体との合同給水訓練
を年１０回実施する。

〇地元団体との合同給水訓練
を年１０回実施する。

２ー4 ⑬

2-8 上下水道局
工務課

○水道施設の耐震化や
浄水施設・貯水施設等
の計画的な更新整備

○自然災害等による被災を最小限
にとどめ、迅速な復旧が可能とな
るよう、老朽化した水道施設の更
新を計画的に進める。
○導水管・送水管・配水本管であ
る基幹管路の耐震化事業を計画的
に進める。

〇管路耐震化率　　15％
〇配水池耐震化率　55％
〇加圧所耐震化率　55％

〇現在策定中 〇現在策定中 〇耐震診断及び耐震化工事 〇現在策定中

２ー５ ①

6-1(3) 産業文化部
観光にぎわい
課
商工勤労課

都市安全部
総合防災課

○帰宅困難者対策 ○各事業所、観光等関連施設、文
化施設、駅などの交通施設等に対
して一時避難場所の提供などにつ
いて協力を求める。
○コンビニエンスストアやファミ
リーレストラン及びガソリンスタ
ンド等による飲料水、トイレの提
供に関する協力体制の整備
○広域的な自治体連携を推進す
る。

【商工勤労課】
〇大雨などにより公共交通機関が運
休した場合を想定し、当該交通機関
の利用者の一次避難場所の確保につ
いて、関係機関と協議を行う。

【観光にぎわい課】
〇帰宅困難者に対して電車をホテル
にする等の対策を阪急電鉄やJR西日
本等の交通会社と協議している。

【総合防災課】
○コンビニエンスストア・・につい
て、
⇒平成28年1月27日付で、セブンイ
レブン・ジャパンと災害協定を締結
した。
〇広域的な自治体連携を推進する。
⇒相互応援協定（松江市、大分市、
府中市や施工時特例市）を締結し
た。

【商工勤労課】
〇市内で就業する事業者、雇用者の
安全確保のため、交通機関途絶時に
おける帰宅困難者の一次避難場所の
確保に向けて、関係機関と協議を進
める。
【観光にぎわい課】
〇引き続き、帰宅困難者に対して電
車をホテルにする等の対策を阪急電
鉄やJR西日本等の交通会社と協議す
る。

【総合防災課】
○コンビニエンスストア・・につい
て、コンビニエンスストア等と各種
物品提供等に関する協力体制の構築
に努める。
〇広域的な自治体連携を推進する。
⇒相互応援協定（松江市、大分市、
府中市や施工時特例市）と協力体制
の構築に努める。

ー

【総合防災課】
〇コンビニエンスストア等
については、1社でも多く事
業者等との協力関係を構築
している。
〇広域的な自治体連携の強
化が図られる。

【商工勤労課】
〇引き続き、関係機関と協
議を行う。

【総合防災課】
〇コンビニエンススト
ア・・について
⇒協力関係を提携できる事
業者を模索する。
〇広域的な自治体連携を推
進する。
⇒既協力関係にある協定市
にあっては相互連携を深め
る。

ー

【総合防災課】
〇コンビニエンスストア・・
について
⇒1社程度と関係構築に努め
る。
⇒相互応援協定（松江市、大
分市、府中市や施工時特例
市）と協力体制の確認と情報
交換を行う。

２ー５ ②

公共交通機関
各社

都市安全部

○公共交通網の防災対
策

○公共交通の早期回復や代替手段
の確保、一時退避場所の提供をは
じめ、広域緊急交通路と交差する
施設や橋梁他関連施設の耐震化を
促進する。
〇非常時の際の業務継続計画等に
ついて整備する必要がある。
○関係機関との連絡連携体制の強
化を図る。

〇指定公共機関が策定する防災業務
計画及び宝塚市地域防災計画に係る
自治体との連携強化

〇指定公共機関が策定する防災業務
計画及び宝塚市地域防災計画に係る
自治体との連携強化

〇指定公共機関が策定する
防災業務計画及び宝塚市地
域防災計画に係る自治体と
の連携強化

〇指定公共機関が策定する
防災業務計画及び宝塚市地
域防災計画に係る自治体と
の連携強化

〇指定公共機関が策定する防
災業務計画及び宝塚市地域防
災計画に係る自治体との連携
強化

２ー６ ①
○行政防災機能の整備
とデジタル技術の活用

２－１①再掲

２ー６ ②
○災害時の医療救護活
動

２－２⑤再掲

２ー６ ③
○健康危機発生時にお
ける協力体制の強化

２－３⑫再掲



２ー６ ④

2-5

5-3
5-5

健康福祉部
健康推進課

環境部
生活環境課
環境エネル
ギー課

○被災地域の感染症予
防等の防疫活動及び環
境汚染の防止対策

○県、その他の事業団体とも連携
し、被災地域における感染症の予
防及び拡大を抑えるため、予防知
識の啓発や感染症の発生状況の動
向調査を行い、迅速かつ的確な防
疫活動及び保健活動を行う。
〇公衆衛生体制を確立する。
○自然災害に伴い、発生し得る油
類及び有害物質の流出事故に備
え、資材を確保する。

【健康推進課】
〇被災地域における感染症の予防及
び拡大を抑えるため、感染症の発生
状況に関する情報を収集し、予防知
識を啓発するとともに、県が行う医
療体制整備に協力する。

【環境エネルギー課】
○油漏れ等の流出に備えて、油類の
応急処置用の資材及び有害物質の検
出キットを備蓄している。
【生活環境課】
〇災害時の防疫活動の体制として委
託契約を締結している。

【健康推進課】
〇県が公表するサーベイランス情報
を収集し、感染症の発生動向を注視
しておく。

【環境エネルギー課】
○油類の応急処置用の資材及び有害
物質の検出キットを確保しておく。
【生活環境課】
〇災害時の防疫活動の体制として委
託契約を締結する。

【健康推進課】
感染症の発生動向の注視を
継続する。

【環境エネルギー課】
○油類の応急処置用の資材
及び有害物質の検出キット
が確保されている。
【生活環境課】
〇災害時の防疫活動の体制
として委託契約を締結して
いる。（生活環境課）

【健康推進課】
県が公表するサーベイラン
ス情報を収集し、感染症の
発生動向を注視しておく。

【環境エネルギー課】
○油類の応急処置用の資材
の状態を確認する。また、
有害物質の検出キットが使
用期限内であるかを確認
し、期限が切れたものは補
充する。
【生活環境課】
・災害時の防疫活動の体制
として委託契約を締結す
る。

【健康推進課】
感染症の発生動向の注視を継
続する。

【環境エネルギー課】
○油類の応急処置用の資材及
び有害物質の検出キットを確
保しておく。
【生活環境課】
・災害時の防疫活動の体制と
して委託契約を締結してい
る。

２ー６ ⑤

5-3
5-4

環境部
クリーンセン
ター施設建設
課

〇新ごみ処理施設整
備
[マテリアルリサイクル
推進施設]

〇新ごみ処理施設整
備
[エネルギー回収型廃
棄物処理施設
（高効率エネルギー回
収設備を除く）]

〇新ごみ処理施設整
備
[エネルギー回収型廃
棄物処理施設
（高効率エネルギー回
収設備）]

〇マテリアルリサイクル推進施設
の整備

〇エネルギー回収型廃棄物処理施
設の整備
（高効率エネルギー回収に必要な
設備の整備及びそれを備えた施設
に必要な災害対策設備を除く）

〇エネルギー回収型廃棄物処理施
設の整備
（高効率エネルギー回収に必要な
設備の整備及びそれを備えた施設
に必要な災害対策設備に限る）

〇令和５年度に仮設の処理場を整備
し、令和６年度から稼働している。
本設のマテリアルリサイクル推進施
設は、令和１２年度に竣工する計
画。
〇工事は令和６年度から着手してお
り、令和６年度は主に土工事を、令
和７年度は主に建築工事を実施して
いる。

〇高効率エネルギー回収設備につい
ては、令和８、９年度に実施する。

〇本設のマテリアルリサイクル推進
施設の設計及び整備を行い、令和１
２年度に竣工する計画。

〇令和９年度に竣工する計画。

〇高効率エネルギー回収設備につい
ては、令和８、９年度に実施する。
令和９年度に竣工する計画。

〇100％(竣工)

〇100％（竣工）

〇100％（竣工）

〇無し

〇主にプラント工事を実施
します。

〇主にプラント工事を実施
します。

〇工事着手はR11年度からの
予定。

〇単年度で30%、累積で39％

〇単年度、累積のいずれも
85％

リスクシナリオ№ 番号 事務事業番号 担当部・課 事業名称 取組内容 現状（令和7年度末見込み） 目標（Ｒ８～Ｒ12年度） 達成目標値（指標） Ｒ８年度　実施予定内容 Ｒ８予定目標値（指標） 前年度目標達成値

３ー１ ①

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

○地域防災計画の改定
と運用

○災害の発生や、そのおそれがあ
る場合に住民の生命、身体及び財
産を保護し、市域を保全するた
め、最新の知見や制度、体制の見
直しに合わせ、地域防災計画を改
定し運用する。

〇法改正や国、県の計画の修正に合
わせた計画改定

〇毎年度見直しを行い、計画を改定
する。

〇毎年度の更新 〇国や県の動きを注視し、
修正内容に合わせた計画改
定

〇国や県の動きを注視し、修
正内容に合わせた計画改定

３ー１ ②

1-4

都市安全部
総合防災課

総務部
人材育成課
業務改革推進
課

消防本部
警防課
救急課

○業務継続計画及び受
援計画の運用

○大規模自然災害発生時において
実施すべき非常時優先業務（ＢＣ
Ｐ）を選定し、災害直後から必要
な行政機能の維持と市民サービス
に努めるため、業務継続マネジメ
ントを推進する。
○迅速な応援要請と円滑な受援体
制を構築するための受援計画を策
定し運用する。
〇人口減少問題をはじめとする人
員確保の観点からも平素の効率的
な行政運営を図っておく。

【総合防災課】
〇全庁的なＢＣＰのブラッシュアッ
プを行う必要があるが未達成

【人材育成課】
○令和5年3月に受援計画策定済。

【業務改革推進課】
○業務の見直しや各種ツールの活用
により業務プロセスの変革を推進す
ることで効率化している。

【警防課】
○兵庫県広域消防相互応援協定等に
基づき、近隣市町との連携体制の現
状確認
【救急課】
〇多数傷病者取扱い訓練（１回）
〇救急業務計画及び集団災害時にお
けるトリアージ運用要領の見直しを
図り、多数傷病者が発生した際に対
応できる医療救護体制を促進する

【総合防災課】
〇全庁的なＢＣＰに関して、具体的
な想定をもとに見直しを行う。

【人材育成課】
○災害対応の変化などを踏まえて、
受援計画の適宜見直しを行う。
【業務改革推進課】
〇RPAやノーコードツールを活用す
ることで、職員の効率的な業務体制
を構築する。

【警防課】
○広域消防相互応援協定に基づき、
災害発生時に即応可能な受援体制を
確立する。
○関係部署間の連携力を向上させ、
業務継続計画の運用に実効性を持た
せる。
【救急課】
〇災害発生時、救急業務計画及び集
団災害時におけるトリアージ運用要
領に基づき、トリアージと応急処置
を最優先に実施するほか地域の医療
機関や関係機関との連携を強化し、
災害時の救急活動の効率向上を図る

【総合防災課】
〇災害業務を的確に捉え、
より具体的なＢＣＰの改正
を行う。
【人材育成課】
○時代や状況に則した計画
内容を目指す。
【業務改革推進課】
〇業務プロセスの変革を推
進することで効率化を目指
す。

【警防課】
○災害発生時において、協
定に基づく受援体制が迅速
かつ円滑に構築できるこ
と。
○訓練を通じ、関係部署間
の情報共有・連携手順が確
実に定着していること。
【救急課】
〇救急業務計画及び集団災
害時におけるトリアージ運
用要領に基づき、救急対応
力の高度化と災害時での医
療機関や関係機関との連携
強化を図り、医療救護体制
の充実を進める

【総合防災課】
〇ＢＣＰを現状に併せて更
新する。

【人材育成課】
○必要に応じて受援計画を
見直す。
【業務改革推進課】
〇RPAの継続稼働の支援を行
うとともに、各課のノー
コードツールを使った業務
アプリ開発を支援する。

【警防課】
○兵庫県広域消防相互応援
協定等に基づく、近隣市町
との連携体制の確認
【救急課】
〇多数傷病者取扱い訓練
（１回）
〇救急業務計画及び集団災
害時におけるトリアージ運
用要領に基づき多数傷病者
取扱い訓練を実施する

【総合防災課】
〇ＢＣＰの全庁照会

【人材育成課】
○災害対応計画と整合性のあ
る計画内容を目指す。
【業務改革推進課】
〇RPAやノーコードツール等
の活用が庁内に浸透し、効率
化が進んでいる。

【警防課】
○訓練により、協定に基づく
受援体制が災害発生時に確実
に運用可能であること。
○関係部署間の連携手順が標
準化され、情報共有が円滑に
行える体制が整備されるこ
と。
【救急課】
〇救急業務計画及び集団災害
時におけるトリアージ運用要
領に基づき、災害時における
救急活動の質の向上を図るほ
か、救急医療体制の増強、調
整を確保する



３ー１ ③

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

企画経営部
企画政策課

各関係所管部

○協定等による各団体
との連携強化

○災害応急対策等が実施できるよ
う各自治体、民間事業者をはじめ
とする関係団体との防災関連協定
を締結するなど、被災者支援に厚
みのある活動を行えるよう準備す
る。

【総合防災課】
〇民間企業57件、自治体間17件と協
定締結し、毎年度担当者と連絡先を
交換し関係継続に努めた。

【総合防災課】
〇毎年度、各関係担当者と連絡を取
り合い関係構築を継続して行う

【総合防災課】
〇新たな事業者との協定締
結を促進しつつ、平時から
の協力関係を強化する。

【総合防災課】
〇各関係担当者と連絡を取
り合い関係構築を継続して
行いつつ、新規協定先を模
索する。

【総合防災課】
〇各関係担当者と連絡を取り
合い関係性の維持を継続す
る。

３ー１ ④

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

企画経営部
広報課

○災害時の情報収集・
共有

○災害対策本部と避難所との情報
共有を図るためのシステム整備。
○避難所生活者や地域住民に、迅
速かつ正確に必要な情報を発信す
る。

【広報課】
〇SNSを活用した迅速な情報発信を
行えるよう、市LINE公式アカウント
の登録者数（友だち）を増やしてお
り、令和７年度末に登録者数（友だ
ち）：28900人を目標としている。

【広報課】
〇SNSを活用した迅速な情報発信を
行えるよう、市LINE公式アカウント
の登録者数（友だち）を増やす

【広報課】
〇登録者数（友だち）：
57400人

【広報課】
〇市LINE公式アカウントの
友だち登録を促すPRを行う

【広報課】
〇登録者数（友だち）：
34600人

３ー１ ⑤

4-1 子ども未来部
保育企画課

○災害時における職員
の子どもの保育体制の
確保

○大規模災害時に職員が安心して
災害対応業務に専念できるよう、
職員の子どもの保育体制について
検討する。

○市立保育所において「宝塚市立保
育所業務継続計画」を策定し、災害
時における職員の業務体制や保育体
制について整理されている。
（100％　7/7施設）

○市立保育所において「宝塚市立保
育所業務継続計画」を策定し、災害
時における職員の業務体制や保育体
制について整理されている。
（100％　7/7施設）

○市立保育所において「宝
塚市立保育所業務継続計
画」を策定し、災害時にお
ける職員の業務体制や保育
体制について整理されてい
る。（100％　7/7施設）

○市立保育所において、必
要に応じて「宝塚市立保育
所業務継続計画」の見直し
を行う。

○市立保育所において、必要
に応じて「宝塚市立保育所業
務継続計画」の見直しを行
い、災害時における職員の業
務体制や保育体制について整
理されている。

３ー１ ⑥

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

各災対班所管
部

○職員の防災意識の向
上

○職員の防災意識の向上と各災害
対策に係る対応について学習の機
会を設ける。

〇庁内防災体制検討委員会を発足の
うえ、下部に避難所作業部会、家屋
被害認定調査及び罹災証明書発行業
務作業部会、物資作業部会、安否不
明者等氏名公表作業部会、災害ケー
スマネジメント作業部会

〇庁内防災体制検討委員会をはじめ
避難所作業部会、家屋被害認定調査
及び罹災証明書発行業務作業部会、
物資作業部会、安否不明者等氏名公
表作業部会、災害ケースマネジメン
ト作業部会による災害対応の準備

〇庁内防災体制検討委員会
をはじめ避難所作業部会、
家屋被害認定調査及び罹災
証明書発行業務作業部会、
物資作業部会、安否不明者
等氏名公表作業部会、災害
ケースマネジメント作業部
会による関連マニュアル等
の整備

〇庁内防災体制検討委員会
をはじめ避難所作業部会、
家屋被害認定調査及び罹災
証明書発行業務作業部会、
物資作業部会、安否不明者
等氏名公表作業部会、災害
ケースマネジメント作業部
会の実施

〇庁内防災体制検討委員会を
はじめ避難所作業部会、家屋
被害認定調査及び罹災証明書
発行業務作業部会、物資作業
部会、安否不明者等氏名公表
作業部会、災害ケースマネジ
メント作業部会における各々
の検証又は訓練の実施

３ー１ ⑦

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

各災対班所管
部

○災害対策本部のマ
ニュアル等の充実及び
職員の災害対応能力の
強化

○災害発生時に迅速かつ的確な災
害対応が行えるよう、マニュアル
や各災対班の初動体制の確立に向
け、図上訓練や防災訓練、研修等
を通じて、災害対応能力の向上を
図る。

〇組織や指標等の変更に合わせた各
種マニュアルの修正
〇新入職員に対する防災に関する研
修の実施
〇総合防災訓練での内部向けの研修
及び訓練の実施

〇継続的な見直しを行い、実効性を
担保する
〇継続的な研修及び訓練の実施

〇毎年度の更新
〇継続的な研修及び訓練の
実施

〇組織や指標等の変更を注
視し、必要に応じて修正す
る
〇継続的な研修及び訓練の
実施

〇組織や指標等の変更を注視
し、必要に応じて修正する
〇継続的な研修及び訓練の実
施

３ー１ ⑧
○市有建築物の耐震化 １－１①再掲

３ー１ ⑨
○行政防災機能の整備
とデジタル技術の活用

２－１①再掲

３ー１ ⑩

会計課 ○発災後の緊急時にお
ける財務処理体制

○災害発生後、停電等により財務
会計システム等が停止した場合に
おいても、緊急を要する支払等の
財務処理が行える体制を確保す
る。

〇財務会計システムのデータ管理
（データセンターにて常時バック
アップ）
〇指定金融機関との災害時の体制を
口頭で確認している。
〇公金収納の体制については明確な
確認はできていない。

〇災害時に緊急を要する支払等の財
務処理の規定やマニュアルを作成
し、体制を整える。
〇指定金融機関及び収納業務の委託
先等との災害時の体制を明確にす
る。

〇規定やマニュアルを完成
させる。
〇指定金融機関等との災害
時の体制や連携を明文化す
る。

〇他自治体の災害時の財務
処理について情報収集し、
規定やマニュアルを検討す
る。
〇指定金融機関との災害時
の協議

〇規定やマニュアルの案を作
成する。
〇指定金融機関等との災害時
の体制や連携を明文化する。

３ー１ ⑪
○学校施設の安全対策 １－１⑮再掲

リスクシナリオ№ 番号 事務事業番号 担当部・課 事業名称 取組内容 現状（令和7年度末見込み） 目標（Ｒ８～Ｒ12年度） 達成目標値（指標） Ｒ８年度　実施予定内容 Ｒ８予定目標値（指標） 前年度目標達成値

４ー１ ①

6-4 産業文化部
商工勤労課

○事業継続のための強
化支援計画等の策定

○小規模事業者の防災・減災対策
の取組を促進するため、商工会議
所等とも連携し、事業継続のため
の強化支援計画等の策定に努める

○宝塚商工会議所と連携し、令和5
年度中に「事業継続力強化支援計
画」を策定した。（計画期間：令和
6年4月1日から令和11年3月31日）

○策定した計画に基づき、小規模事
業者に対する災害リスクの周知、
BCP策定セミナー等を実施する。

○BCP策定事業者数
7事業者
○事業継続力強化計画策定
事業者数
7事業者
（数値は令和6年度から令和
12年度の累計値）

○小規模事業者を対象とし
たセミナーを実施する。

○BCP策定セミナー　1回

４ー１ ②
○道路施設の長寿命化 ２－１④再掲

４ー１ ③ ○道路橋梁の耐震化 ２－１⑤再掲

４ー１ ④
○道路の新設、改良、
拡幅

２－１⑥再掲

４ー１ ⑤
○迅速な道路啓開の実
施

２－１⑦再掲

４ー２ ①

5-3
5-5

環境部
環境エネル
ギー課

○事業所からの化学物
質の流出防止

○有害物質を使用する施設を設置
する事業者から水質汚濁防止法に
基づく設置届を受理しているが、
化学物質等の周辺環境への飛散・
流出を防止するため、当該届出内
容をもとに事業場の立入検査を行
い、不備がある場合には指導す
る。

○随時、事業場への立入検査を行っ
た。

○引き続き、設置届を受理済の事業
場に随時、立入検査を行う。また、
新たに設置届が提出される際には、
審査時に助言・指導を行い、必要に
応じて随時、立入検査を実施する。

○届出審査、立入検査の実
施により、有害物質の飛
散・流出対策が有効的に機
能している。

○引き続き、設置届を受理
済の事業場に随時、立入検
査を行う。また、新たに設
置届が提出される際には、
審査時に助言・指導を行
い、立入検査を実施する。

○届出審査、立入検査の実施
により、有害物質の飛散・流
出対策が有効的に機能してい
る



４ー２ ②

5-5 環境部
生活環境課

クリーンセン
ター管理課

○産業廃棄物指導事業 ○事業者をはじめとして、産業廃
棄物の確実かつ適正な処理を実施
するよう指導する。

【生活環境課】
〇県民局との情報共有を行い、適切
に指導を行っている。
【クリーンセンター管理課】
〇（宝塚市は産業廃棄物が県の管轄
となるため所掌外）（クリーンセン
ター管理課）

〇県民局との情報共有を行い、適切
に指導を行う。

〇県民局との情報共有を行
い、適切に指導を行う。

〇県民局との情報共有を行
い、適切に指導を行う。

〇県民局との情報共有を行
い、適切に指導を行う。

４ー２ ③

5-5(2) 消防本部
予防課

○毒物劇物営業者にお
ける防災体制

○毒物劇物貯蔵設備の倒壊等によ
り周辺環境への流出漏洩を防止す
る。

○毒物劇物貯蔵取扱い施設（１施
設）に対する査察を査察基本計画に
基づき実施する。

〇査察基本計画に基づく査察を実施
する。

〇毒物劇物営業者（１施
設）における防災体制が構
築されている。

〇状況に応じた随時査察を
実施する。

〇随時査察を実施した毒物劇
物営業者（１施設）における
防災体制が構築されている。

４ー３ ①
○事業継続力支援強化
計画の策定

４－１①再掲

４ー３ ②
○道路施設の長寿命化 ２－１④再掲

４ー３ ③ ○道路橋梁の耐震化 ２－１⑤再掲

４ー３ ④
○道路の新設、改良、
拡幅

２－１⑥再掲

４ー３ ⑤
○迅速な道路啓開の実
施

２－１⑦再掲

４ー４ ① ○治水対策 １－３④再掲

４ー４ ②

6-3 産業文化部
農の魅力創造
課

○農業基盤の保全 ○農地の有する多面的な機能を維
持・発揮させるため、農地や畦畔
等の農業基盤の整備、並びに鳥獣
の侵入防止や捕獲による個体数調
整等、総合的な対策を講じ、農地
の保全を図る。

〇国庫事業をはじめとした支援を実
施し、農地の保全を図っている。

〇現状の制度を引き続き活用し、支
援していく。また、必要に応じて現
地確認やニーズの聞き取りを行う。

〇引き続き農地等の維持が
できるよう当該制度を活用
し、支援していく。

〇現状と同様に引き続き支
援を行う。

〇引き続き農地等の維持がで
きるよう当該制度を活用し、
支援していく。

４ー４ ③

6-3 産業文化部
農の魅力創造
課

○被災農地等の早期復
旧支援

○農業経営や食料等の安定供給へ
の影響を回避するため、被災した
農地や農道等の農業用施設を迅速
に復旧できるよう、支援施策の充
実や復旧に向けた体制の再点検を
行う。

〇国庫事業をはじめとした支援を実
施し、農地や農業用施設の維持管理
を行っている。

〇現状の制度を引き続き活用し、支
援していく。また、必要に応じて現
地確認やニーズの聞き取りを行う。

〇引き続き農地や施設の維
持ができるよう当該制度を
活用し、支援していく。

〇現状と同様に引き続き支
援を行う。

〇引き続き農地や施設の維持
ができるよう当該制度を活用
し、支援していく。

４ー４ ④
○森林の保全 １－４⑨再掲

リスクシナリオ№ 番号 事務事業番号 担当部・課 事業名称 取組内容 現状（令和7年度末見込み） 目標（Ｒ８～Ｒ12年度） 達成目標値（指標） Ｒ８年度　実施予定内容 Ｒ８予定目標値（指標） 前年度目標達成値

５ー１ ①

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

○防災行政無線等の運
用・整備

○すみれ防災スピーカー（防災行
政無線）の運用
○一斉・個別の放送が出来る同報
系屋外型拡声スピーカーの運用

〇市内４５か所にスピーカーを設
置、運用中
〇毎月の一斉放送訓練の実施

〇電波帯の変更による、継続的運用 〇継続した運用 〇現在の電波帯の終了に伴
う、次期電波帯の選定

〇時期電波帯の決定

５ー１ ②

6-1(2)
6-1(3)

産業文化部
文化政策課

都市安全部
総合防災課

○在住外国人や外国人
旅行者への防災情報の
提供

○外国人向け防災パンフレットの
作成・配布（多言語化の促進）
○外国人に対する防災訓練への参
加促進とその他防災知識の普及・
啓発
〇通訳ボランティアの確保

【文化政策課】
〇災害時における外国人対象の通訳
ボランティアの確保について、その
体制の確立と共に、（特）宝塚市国
際交流協会と連携し着手していく。
【総合防災課】
○外国人向け防災パンフレットの作
成・配布（多言語化の促進）につい
て
⇒なし
〇啓発
⇒市ホームページ（ID1013462）に
て、外国語の災害情報を公表してい
る。
〇通訳

【文化政策課】
〇災害時における外国人対象の通訳
ボランティアの確保について、その
体制の確立と共に、（特）宝塚市国
際交流協会と連携し着手していく。
【総合防災課】
〇市ホームページなどで啓発を継続
する。

ー

【総合防災課】
〇市ホームページなどで啓
発を継続する。

ー

【総合防災課】
〇市ホームページなどで啓
発を継続する。

ー

【総合防災課】
〇市ホームページなどで啓発
を継続する。

５ー１ ③

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

○行政防災機能の整備
とデジタル技術の活用

○Ｊ－アラート（全国瞬時警報シ
ステム）を活用した災害情報の伝
達体制の構築
○防災行政無線などの活用によ
る、J－アラートで配信される災
害情報を瞬時に地域に伝達する仕
組みの構築

〇Jーアラートとすみれ防災スピー
カーを連携し、自動起動で放送でき
るように運用中

〇継続した自動連係による災害情報
の発信

〇継続した運用 〇継続した運用 〇継続した運用

５ー１ ④

○避難所開設時におけ
る地域拠点との効率的
な情報伝達体制の確保

２－３③再掲

５ー１ ⑤
○災害時の情報収集・
共有

３－１④共有



５ー１ ⑥

企画経営部
広報課

○災害時の市民への広
報対策

○「広報たからづか被災者生活支
援情報」の発行に必要な業者・団
体との協力体制の確立
○ラジオ・テレビ・新聞等、それ
ぞれの持つメディア特性を生かし
た報道機関との協力体制の確立
○聴覚障碍（がい）者・視覚障碍
（がい）者向けの広報機能強化

〇発災時は広報たからづかの印刷製
本事業者、市政記者クラブ及び報道
機関に対して協力を要請する。
また、多様なHP利用者に分かりやす
い表記を目指し、JIS X 8341-
3:2016適合レベルAAに準拠するよう
にする。

〇平時から広報たからづかの印刷製
本事業者、市政記者クラブ及び報道
機関と良好な関係を築く。
毎年、庁内職員向けアクセシビリ
ティ研修を実施する

〇JIS X 8341-3:2016適合レ
ベルAA相当を維持する

〇平時から広報たからづか
の印刷製本事業者、市政記
者クラブ及び報道機関と良
好な関係を築く。
庁内職員向けアクセシビリ
ティ研修を実施する

〇JIS X 8341-3:2016適合レ
ベルAA相当を維持する

５ー１ ⑦

企画経営部
広報課

○在住外国人への生活
情報の提供

○外国人向けの広報機能の強化 〇多様なHP利用者に分かりやすい表
記を目指し、JIS X 8341-3:2016適
合レベルAAに準拠するようにする。

〇毎年、庁内職員向けアクセシビリ
ティ研修を実施する

〇JIS X 8341-3:2016適合レ
ベルAA相当を維持する

〇庁内職員向けアクセシビ
リティ研修を実施する

〇JIS X 8341-3:2016適合レ
ベルAA相当を維持する

５ー１ ⑧

2-1(3) 消防本部
指令課

○高機能消防指令シス
テムの更新

○緊急通報受信体制の維持、指令
業務共同運用構成市町間の相互応
援体制迅速化、大規模災害時の対
応力強化を図るため、老朽化した
高機能消防指令システムを更新す
る。

〇現状では緊急通報受信や相互応援
体制は概ね良好であり、大規模災害
時の初動対応も基本的に体制が確立
されている。

〇緊急通報受信体制や相互応援体制
の迅速化・安定化、大規模災害時の
対応力強化を図り、高機能消防指令
システムの更新を通じて地域全体の
安全安心を一層向上させる。

〇将来的には、どのような
状況でも迅速かつ安定した
指令対応と円滑な相互応援
が可能な体制を確立するこ
とを目指す。

〇緊急通報受信体制や指令
対応の更なる強化、相互応
援体制の迅速運用、大規模
災害時の対応力向上を目的
とした職員研修を実施す
る。

〇迅速な指令対応や相互応援
体制の強化を図る訓練の実施
と指令センター共同整備・運
用の推進を目標とする。

５ー１ ⑨ 2-1(3)
消防本部
指令課

〇消防救急デジタル無
線システム及び機器の
計画的な更新

〇災害時における消防隊の通信連
絡体制確保を目的とし、消防救急
デジタル無線システム及び機器の
安定稼働を図るため、計画的に更
新するとともに、保守点検を実施
する。

消防救急デジタル無線システム及び
機器の安定稼働を図るため、機器耐
用年数を考慮した更新及び保守点検
を実施した。
〇携帯移動局無線装置41機更新
〇保守点検業務委託実施
〇耐用年数経過機器の修繕又は更新
を実施

消防救急デジタル無線システム及び
機器の安定稼働を図るため、機器耐
用年数を考慮した更新及び保守点検
を行う。
〇保守点検業務委託実施
〇耐用年数経過機器の修繕又は更新
を実施

消防救急デジタル無線シス
テム及び機器の安定稼働

〇保守点検業務委託実施
〇耐用年数経過機器の更新

〇保守点検業務委託実施
〇耐用年数経過機器の更新

５ー２ ①

2-1(1) 都市安全部
総合防災課

環境部
環境エネル
ギー課

○ライフライン事業者
等との連携確保等

○大規模自然災害が発生した場合
に、迅速かつ的確な応急復旧を行
えるよう、電力、ガス、石油等は
じめとするライフラインに関わる
事業者との連携に努める。

【総合防災課】
〇防災会議委員等である関西電力送
配電と市重要施設更新、電力供給及
び計画停電等について情報交換を
行っている。
このほか、同じく委員である大阪ガ
スやJRとも担当者を通じて情報交換
を行っている。

【環境エネルギー課】
〇電力需給ひっ迫注意報/警報発令
時の連絡体制の構築を行い、送配電
事業者との連携を図っている。

【総合防災課】
〇毎年度、各関係担当者と連絡を取
り合い関係構築を継続して行う。

【環境エネルギー課】
〇電力需給ひっ迫時において、関係
機関及び一般市民への迅速な情報伝
達を行い、適切な対応をうながすこ
とで、電力不足による影響を最小限
に抑える。

【総合防災課】
〇各関係担当者と連絡を取
り合い関係構築を継続して
行う。

【環境エネルギー課】
〇電力需給ひっ迫時におい
て、関係機関及び一般市民
への迅速な情報伝達を行
い、適切な対応をうながす
ことで、電力不足による影
響を最小限に抑える。

【総合防災課】
〇各関係担当者と連絡を取
り合い関係構築を継続して
行う。

【環境エネルギー課】
〇引き続き、電力需給ひっ
迫注意報/警報発令時の連絡
体制の維持と送配電事業者
との連携を図る。

【総合防災課】
〇各関係担当者と連絡を取り
合い関係構築を継続する。

【環境エネルギー課】
電力需給ひっ迫時において、
関係機関及び一般市民への迅
速な情報伝達を行い、適切な
対応をうながすことで、電力
不足による影響を最小限に抑
える。

５ー２ ②
○防災拠点の整備と広
域避難地等の確保

１－２①再掲

５ー２ ③
○長期湛水の早期解消 １－３①再掲

５ー２ ④ ○治水対策 １－３④再掲
５ー２ ⑤ ○道路の無電柱化 ２－２⑥再掲
５ー２ ⑥ ○土砂災害対策 １－４⑧再掲

５ー３ ①

2-8 上下水道局
総務課

○上下水道ＢＣＰの運
用

○下水道施設は市民生活にとって
重要なライフラインの一つである
ため、災害時にもその機能の維持
または早期回復を図る
〇上下水道ＢＣＰを策定し運用す
る。

〇策定済み
〇下水道施設における災害時の復旧
支援体制について、民間企業等との
協定により受援体制を整えている。

５ー３ ②
○下水道施設の老朽化
対策

１－３⑬再掲

５ー３ ③
○下水道施設の地震対
策等

２－３⑲再掲

５ー３ ④
2-8 上下水道局

工務課
○浄水場浄水処理事業 ○用水供給が停止したときにも、

適切な施設の維持・管理を行える
よう対策を図る。

〇浄水場間および隣接自治体との相
互融通で対応している。

〇阪水と県水の融通を進める。 〇自己水、県水、阪水で融
通し、災害時の断水地域の
軽減

〇未定 〇未定

５ー３ ⑤
○水道施設の耐震化や
浄水施設・貯水施設の
計画的な更新

２－４⑬再掲

５ー４ ⑥
○市有建築物のブロッ
ク塀撤去等の安全性確
保の促進

１－１①再掲

５ー４ ⑦
○公共交通網の防災対
策

２－５②再掲

５ー４ ⑧
○民間住宅・建築物の
耐震化の促進

１－１⑨再掲

５ー４ ⑨ ○沿道建築物の耐震化
１－１⑫再掲



５ー４ ⑩

2-6 都市安全部
道路整備課 ○高速道路、都市圏環

状道路や広域幹線道路
ネットワークの整備

○広域的な都市機能の一層の充実
や産業の振興など、まちの活性化
につなげるため市内の道路網を整
備する。

〇都市計画道路整備率　76.3% 〇都市計画道路整備事業の推進
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

〇都市計画道路整備率
77.9%

〇都市計画道路整備事業
・荒地西山線
・競馬場高丸線
・山手幹線
・中筋伊丹線

〇都市計画道路整備率
+0.3%

５ー４ ⑩ ○道路施設の長寿命化
２－１④再掲

５ー４ ⑪ ○道路橋梁の耐震化 ２－１⑤再掲

５ー４ ⑫
○道路の新設、改良、
拡幅

２－１⑥再掲

５ー４ ⑬
○迅速な道路啓開の実
施

２－１⑦再掲

５ー４ ⑭ ○道路の無電柱化 ２－２⑥再掲
５ー４ ⑮ ○森林の保全 １－４⑨再掲

５ー４ ⑯
○水道施設の耐震化や
浄水施設・貯水施設の
計画的な更新

２－４⑬再掲

リスクシナリオ№ 番号 事務事業番号 担当部・課 事業名称 取組内容 現状（令和7年度末見込み） 目標（Ｒ８～Ｒ12年度） 達成目標値（指標） Ｒ８年度　実施予定内容 Ｒ８予定目標値（指標） 前年度目標達成値

６ー１ ①

2-5 都市整備部
都市計画課

総務部
人材育成課

○震災後の復興都市づ
くりにおける人材育成

○都市の復興を図るための人材育
成を図る。

【都市計画課】
〇適切な人員・体制の維持

【人材育成課】
○平常時より、担当課と連携してま
ちづくり等に関する研修への派遣を
行った。

【都市計画課】
〇適切な人員・体制の維持

【人材育成課】
○平常時より、担当課と連携してま
ちづくり等に関する研修への派遣を
行う。

【都市計画課】
〇適切な人員・体制の維持

【人材育成課】
○平常時より、担当課と連
携してまちづくり等に関す
る研修への派遣を行う。

【都市計画課】
〇適切な人員・体制の維持

【人材育成課】
○平常時より、担当課と連
携してまちづくり等に関す
る研修への派遣を行う。

【都市計画課】
〇適切な人員・体制の維持

【人材育成課】
○平常時より、担当課と連携
してまちづくり等に関する研
修への派遣を行う。

６ー２ ①

3-5 企画経営部
企画政策課

各関係所管部

都市安全部
総合防災課

〇被災者支援体制の整
備

○大規模災害時に、被災者に対し
迅速な支援ができるよう被災者支
援体制の充実を図る。
〇被災者総合支援センターや災害
ケースマネジメントの体制

【総合防災課】
〇滞りない支援の実施に向けた被災
者台帳の整備

【企画政策課】
〇庁内横断的な支援体制ができるよ
う防災訓練に参加し、関係部署と連
携を図っている。

【総合防災課】
〇内閣府の支援メニューに係る被災
者台帳のメニューを登録する

【企画政策課】
〇庁内横断的な支援体制ができるよ
う防災訓練に参加し、関係部署との
連携や被災者総合支援センターの立
ち上げにかかる時間を確認する。

【総合防災課】
〇内閣府の支援メニューに
記載された項目の登録率
100％
【企画政策課】
〇総合防災訓練の出席率：
100％

【総合防災課】
〇関係各課への説明を実
施。

【企画政策課】
〇総合防災訓練の出席率：
100％

【総合防災課】
〇台帳へのメニュー登録率
30％

【企画政策課】
〇総合防災訓練の出席率：
100％

６ー２ ②
〇市民防災組織の育成 １－１③再掲

６ー２ ③

企画経営部
市税収納課
市民税課
資産税課

〇家屋被害認定士の育
成

○家屋被害認定調査及び罹災証明
書発行業務において、十分な知識
と技術をもって対応できる者を育
成するため、兵庫県による家屋被
害認定士研修及び関西広域連合に
よるeラーニングシステム「家屋
被害認定業務研修プログラム」を
計画的に受講する。

〇家屋被害認定士研修受講　　人
〇家屋被害認定業務研修プログラム
受講　　人
〇税３課研修受講済率　　％

〇税３課研修受講済率100％ 〇税３課研修受講済率100％ 〇家屋被害認定士研修の受
講
〇家屋被害認定業務研修プ
ログラムの受講

〇税３課研修受講済率100％ ※令和７年度現状に
ついては研修が年明
けのため、受講者等
決定後に入力

６ー２ ④

子ども未来部
子ども政策課

健康福祉部
地域福祉課

〇災害ボランティア対
策

〇ボランティア活動の拠点確保や
活動条件の整備等に関する社会福
祉協議会ボランティア活動セン
ター等との協定の締結
〇訓練などを通じたその役割分担
などの整理
〇ボランティア活動支援体制の整
備

〇社会福祉協議会ボランタリープラ
ザzukavoと、災害ボランティアセン
ターの設置・運営等に関する協定の
締結に向けた準備を進めており、令
和７年度中に完了する予定
○訓練などを通じたその役割分担な
どの整理を都度行う

○zukavoによる災害ボランティア関
連の講座を実施した。

○社会福祉協議会ボランティアセン
ターzukavoとの協定書に基づき、災
害ボランティアセンターを立ち上げ
ることが決まった際に運営業務委託
契約を締結
○訓練などを通じたその役割分担な
どの整理

○zukavo主催で災害ボランティア講
座などを開催し、人材育成を図りな
がら、関係者のネットワークづくり
を進めている。

○無し ○社会福祉協議会ボラン
ティアセンターzukavoとの
協定書に基づき、災害ボラ
ンティアセンターを立ち上
げることが決まった際に運
営業務委託契約を締結予定
○訓練などを通じたその役
割分担などの整理

○zukavoによる、災害ボラ
ンティア講座などを開催
し、災害ボランティア人材
の裾野を広げる。

○無し

６ー３ ①

5-3
5-4

環境部
クリーンセン
ター管理課

〇災害廃棄物の適正処
理

〇仮置き場や処分場の確保
○計画に基づいて、地震等により
発生する膨大な災害廃棄物を迅速
かつ適正に処理し、早期に住民の
生活基盤を復旧・復興させるとと
もに、生活環境の改善を図れるよ
う関係機関と連携する。
〇市民向け広報の充実

〇仮置き場選定済み
〇災害廃棄物処理基本計画（H30）
に基づき、県・近隣市・事業者との
協力体制構築。仮設トイレ等の庁内
備蓄の情報共有。大阪湾ﾌｪﾆｯｸｽへ災
害廃棄物搬入調整。
〇分別ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・市HPでの周知

〇施設建替に伴う災害廃棄物処理計
画の見直し検討。各機関との連携の
維持。組織体制の構築。

〇災害廃棄物処理基本計画
の策定。組織の構築。

〇計画見直し準備 〇目標に向けた整理



６ー３ ②

5-4 環境部
クリーンセン
ター管理課

〇生活ごみの適正処理 ○災害時のごみを適正に処理し、
周辺の衛生状態を保持するため、
平常時から事業者等と連携して施
設を適切に維持管理するととも
に、他自治体及び民間事業者等と
の広域的な相互支援体制の充実を
図る。

〇事業者への分別指導、施設の計画
的な修繕による維持管理。県・事業
者との応援体制構築

〇老朽化した施設の建替。応援体制
の継続。

〇新施設の稼働 〇移行準備 〇スケジュール調整

６ー４ ①
〇防災拠点の整備と広
域避難地等の確保

１－２①再掲

６ー４ ②
〇民間賃貸住宅借上の
検討

２－３⑮再掲

６ー４ ③ 〇みなし仮設住宅制度
２－３⑯再掲

６ー４ ④ 〇被災住宅の応急修理
２－３⑰再掲

６ー４ ⑤ 〇住宅関連情報の提供
２－３⑱再掲

６ー４ ⑥

2-6 都市安全部
道路管理課

〇地籍調査(都市部)

○都市部における官民境界（主に
道路と個人地）を確認し、大規模
災害時の迅速な道路復旧等を促進
する。

〇第7次　国土調査事業十箇年計画
達成率　51％（0.2㎢/0.39㎢）

〇第7次　国土調査事業十箇年計画
実施目標　R8　0.2207㎢　R9
0.2315㎢　R10　0.29㎢　R11　0.34
㎢　R12　0.39㎢

〇第7次　国土調査事業十箇
年計画　達成率　100％
（0.39㎢/0.39㎢）

千種4丁目の一部地区 〇第7次　国土調査事業十箇
年計画　達成率　56.58％
（0.2207㎢/0.39㎢）

６ー５ ①
〇避難所の確保と運営
体制の確立

２－３①再掲

６ー５ ②
〇被災者支援体制の整
備

６－２①再掲

６ー５ ③

6-5 教育委員会
社会教育部
社会教育課

消防本部
予防課

〇文化財所有者・管理
者の防災意識の啓発

○市内に所在する文化財等の建造
物について、文化財所有者及び管
理者へ消火設備等の設置や耐震診
断を働きかける。
○災害発生時に人的被害を軽減す
るため、施設内での速やかな災害
情報の伝達や避難誘導、消火など
の訓練に取り組むよう促す。

【社会教育課】
〇文化庁と消防庁が実施する「文化
財防火デー（1/26）」に合わせて所
有者へ周知を行う。
県主導の文化財巡視を実施し、市内
文化財の現況を把握し保全を図る。

【予防課】
○第72回文化財防火デー
消防庁次長通知に基づき文化財防火
デー（１月２６日）に係る当市の取
り組みについて必要な事項を定め実
施する。
令和６年度の実績は
予防査察　１３件
消防訓練　４件
であり、令和７年度も同様に実施予
定。

【社会教育課】
〇市内に所在する文化財の保全を図
る。

【予防課】
○文化財防火デー
消防庁次長通知に基づき文化財防火
デー（１月２６日）に係る当市の取
り組みについて必要な事項を定め実
施する。
件数については例年と同様に実施予
定。

【社会教育課】
〇指定・登録文化財の保全
率100％

【予防課】
〇市民の文化財愛護に関す
る意識が普及している。
文化財の火災予防対策を適
切に実施できている。

【社会教育課】
〇文化庁と消防庁が実施す
る「文化財防火デー
（1/26）」に合わせて所有
者へ周知を行う。
県主導の文化財巡視を実施
し、市内文化財の現況を把
握し保全を図る。

【予防課】
〇消防庁次長通知に基づき
文化財防火デー（１月２６
日）に係る当市の取り組み
について必要な事項を定め
実施する。
件数については例年と同様
に実施予定。

【社会教育課】
〇指定・登録文化財の保全率
100％

【予防課】
〇市民の文化財愛護に関する
意識が普及している。
文化財の火災予防対策を適切
に実施できている。

６ー５ ④
〇地域との連携による
応急給水事業

２－４⑫再掲

６ー６ ①
〇事業継続力強化支援
計画の策定

４－１①再掲


